
 

 

 

 

第 ７ 回 

 

 

熊本県議会 

 

教育警察常任委員会会議記録 
 

 

平成31年３月11日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 会 中 

 

 

場所 第 １ 委 員 会 室 



第７回 熊本県議会 教育警察常任委員会会議記録（平成31年３月11日) 

 - 1 - 

 

第 ７ 回   熊本県議会  教育警察常任委員会会議記録 

 

平成31年３月11日(月曜日) 

            午前９時59分開議 

            午前11時51分休憩 

            午後１時０分開議 

            午後２時５分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第48号 平成31年度熊本県一般会計予

算 

 議案第52号 平成31年度熊本県立高等学校

実習資金特別会計予算 

 議案第56号 平成31年度熊本県育英資金等

貸与特別会計予算 

 議案第92号 熊本県立学校職員の給与に関

する条例及び熊本県市町村立学校職員

の給与に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

 議案第93号 熊本県職員の特殊勤務手当に

関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

 議案第94号 熊本県警察の職員の特殊勤務

手当に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 議案第97号 財産の減額貸付けについて 

 議案第108号 権利の放棄について 

 閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

 報告事項 

①消費税法の一部改正等に伴う関係条

例の整備に関する条例の制定について

（熊本県運転免許センター運転免許試

験コース使用料徴収条例の一部改正に

ついて） 

②消費税法の一部改正等に伴う関係条

例の整備に関する条例の制定について

（教育委員会所管分） 

③地方公務員法及び地方自治法の改正

（会計年度任用職員制度）について 

④県立特別支援学校整備計画の改定に

ついて 

 平成30年度教育警察常任委員会における取

り組みの成果について 

  ――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 髙 木 健 次 

        副委員長 楠 本 千 秋 

        委  員 山 本 秀 久 

        委  員 小 杉   直 

        委  員 鎌 田   聡 

        委  員 池 田 和 貴 

        委  員 田 代 国 広 

        委  員 前 田 憲 秀 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 教育委員会 

         教育長 宮 尾 千加子 

教育理事 山 本 國 雄 

教育総務局長 野 尾 晴一朗 

教育指導局長 牛 田 卓 也 

教育政策課長 江 藤 公 俊 

学校人事課長 手 島 和 生 

社会教育課長 井 芹 護 利 

文化課長 岡 村 郷 司 

施設課長 猿 渡 伸 之 

高校教育課長 那 須 髙 久 

義務教育課長 髙 本 省 吾 

特別支援教育課長 藤 田 泰 資 

人権同和教育課長 德 永 憲 治 

体育保健課長 西 村 浩 二 

警察本部 
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本部長 小 山   巌 

警務部長 志 賀 康 男 

生活安全部長 林   修 一 

刑事部長 甲 斐 利 美 

交通部長 古 庄 幸 男 

警備部長 原   秀 二 

首席監察官 熊 川 誠 吾 

参事官兼警務課長 開 田 哲 生 

参事官兼会計課長 平 良 俊 司 

理事官兼総務課長 米 満 幸 一 

参事官 

兼生活安全企画課長 中 島 真 一 

参事官兼刑事企画課長 中 川 英 幸 

参事官兼交通企画課長 森   教 烈 

参事官兼警備第一課長 星 原 茂 幸 

交通規制課長 大内田 朗 二 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 岡 部 康 夫 

     政務調査課主幹 西 野 房 代 

――――――――――――――― 

  午前９時59分開議 

○髙木健次委員長 皆さん、おはようござい

ます。 

 ただいまから第７回教育警察常任委員会を

開会いたします。 

 それでは、本委員会に付託されました議案

を議題とし、これについて審査を行います。 

 まず、議案について警察本部、教育委員会

の順に説明を求めた後、一括して質疑を受け

たいと思います。 

 初めに、警察本部長から総括説明を行い、

続いて、担当課長から資料に従い、順次説明

をお願いしますが、効率よく進めるために、

最初に一度立っていただいた後に、説明は着

座で簡単にお願いします。 

 初めに、小山警察本部長。 

 

○小山警察本部長 議案の説明に先立ちまし

て、一言お礼を申し上げます。 

 髙木委員長を初め、委員の皆様には、この

１年間、警察行政の各般にわたり、深い御理

解と温かい御支援をいただき、まことにあり

がとうございました。 

 それでは、今回、県警察から提案させてい

ただいております３件の議案等について、そ

の概要を御説明いたします。 

 平成31年度当初予算でございます。 

 第48号議案、平成31年度熊本県一般会計予

算におきまして、401億900万円余をお願いし

ております。 

 主な事業について御説明いたします。 

 まず、県民を守る警察組織の基盤強化事業

につきましては、全国的に発生している交番

襲撃事案等を踏まえて、警察官の受傷事故防

止対策や交番、駐在所の安全対策等を強化い

たします。 

 次に、迅速、的確な初動警察活動の強化に

つきましては、大規模災害時に集中する110

番通報をより迅速かつ的確に受理し、初動警

察活動を行うため、新通信指令システムを構

築いたします。 

 次に、国際スポーツ大会開催に伴う警備諸

対策費につきましては、大会の成功と安全、

安心な開催を実現するため、テロ等の未然防

止に向けた資機材の整備等を行います。 

 次に、債務負担行為の設定でございます。 

 上天草警察署整備事業のうち、庁舎新築設

計委託業務について、債務負担行為を設定す

るものです。 

 続きまして、条例等議案でございます。 

 第94号議案、熊本県警察の職員の特殊勤務

手当に関する条例の一部を改正する条例の制

定についてでございます。 

 これは、天皇の退位等に関する皇室典範特

例法の施行に伴い、皇族の御身位が変更され

ることから、身辺警護等作業手当の適用範囲

を拡大するものでございます。 

 最後に、その他の報告事項として、総務常

任委員会で御審議いただいております条例等



第７回 熊本県議会 教育警察常任委員会会議記録（平成31年３月11日) 

 - 3 - 

議案第75号、消費税法等の一部改正等に伴う

関係条例の整備に関する条例の制定について

の御報告でございます。 

 これは、本年10月に消費税法が一部改正さ

れ、増税される見込みであることに伴い、県

警察が所管する運転免許センター運転免許試

験コース使用料もその対象となったもので

す。 

 詳細につきましては、それぞれ担当者から

説明させますので、御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

 

○髙木健次委員長 次に、担当課長から説明

をお願いします。 

 

○平良会計課長 会計課でございます。 

 予算関係議案につきまして、お手元の警察

本部の説明資料で御説明いたします。 

 第48号議案、平成31年度熊本県一般会計予

算についてでございます。 

 まず、資料の８ページをおめくりいただ

き、最下部、一番下の合計欄をごらんくださ

い。 

 本年度の欄に記載しておりますとおり、平

成31年度当初予算警察費の合計は、401億952

万3,000円となり、前年度と比較しますと、1

7億8,938万円の増額、率にして4.7％の増と

なっております。 

 この要因は、阿蘇警察署の整備に伴う庁舎

建設工事費が９億4,800万円余の増額、新通

信指令システムの導入に係る経費が６億 

4,300万円余の増額となったことが影響して

おります。 

 それでは、１ページに戻っていただきまし

て、当初予算の内容について御説明いたしま

す。 

 まず、上段の公安委員会費でございます。

1,203万7,000円を計上しております。 

 これは、右の説明欄のとおり、公安委員の

報酬と委員や職員の旅費などの運営費でござ

います。 

次に、下段の警察本部費でございます。 

310億3,983万4,000円を計上しております

が、これは、職員の給与や業務管理など職員

の設置に必要な経費でございます。 

 説明欄の主な項目について御説明させてい

ただきます。 

まず、１の職員給与費で 268億 5,722

万2,000円のうち、(1)は、警察職員の給与費

でございます。定年退職者を除く、平成31年

１月１日時点で在籍している職員数とその給

与額をもとに積算しております。(2)は、機

動隊員の警備出動に係る時間外勤務手当でご

ざいます。 

 ２の退職手当18億9,583万2,000円は、定

年、勧奨、自己都合などによる退職見込み人

数121人分の退職手当でございます。 

 ３の警察一般管理費で18億6,743万5,000円

をお願いしております。 

 (1)の総・警務企画調査費は、職員の赴任

旅費やワーク・ライフ・バランスの推進など

に要する経費でございます。(2)の女性の活

躍を促進する組織づくり推進事業は、警察署

における女性専用仮眠室の整備などに要する

経費でございます。次の(3)から(6)について

は、警察官制服の整備、非常勤職員の雇用、

警察音楽隊など、各種広報活動等に要する経

費でございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 (7)から(9)につきましては、消耗品費や庁

舎光熱水費、行政文書の管理、印刷費など、

警察署の運営管理に要する経費、(10)は、職

員の健康診断や公務災害補償など職員等の福

利厚生関係に要する経費、(11)は、警察情報

や個人情報の保護などセキュリティーの確保

に要する経費や、警察ＷＡＮシステムなど情

報ネットワークの運営に要する経費でござい

ます。 

 新たな職員情報総合管理システムにつきま

しては、人事関係業務の追加や勤務実績管理
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の機能向上など業務の合理化、効率化を図る

ため、老朽化した現行システムを再構築する

ものでございますが、今年度実施の設計を踏

まえ、来年度から開発に着手し、2020年度中

の運用開始を目指してまいります。 

 ４の児童手当は、職員の中学生以下の子に

対する児童手当の支給に要する経費でござい

ます。 

 次に、下段の装備費でございます。 

 ８億9,683万1,000円を計上しております

が、これは、装備資機材の整備や車両、船

舶、ヘリコプター等の維持管理に要する経費

でございます。 

 １、警察装備品維持管理費の(1)は、警察

用車両及び装備資機材の維持管理などに要す

る経費でございます。(2)は、天草警察署に

配備しております警備艇の維持管理費等に要

する経費、(3)は、警察用ヘリコプターの維

持管理等に要する経費でございます。昨年12

月、国費により更新、配備されたヘリコプタ

ーに搭載するヘリコプターテレビシステムの

整備など機体更新に伴う経費もお願いしてお

ります。 

 ３ページをお願いいたします。 

 警察施設費でございます。22億5,170万 

8,000円を計上しておりますが、これは警察

施設の整備や維持管理に必要な経費でござい

ます。 

 １の警察施設維持費７億260万1,000円は、

警察本部庁舎や警察署、運転免許センターな

ど警察施設の修繕、設備等の保守点検に要す

る経費でございます。 

 ２の警察施設整備費で15億4,910万7,000円

をお願いしております。 

 (1)は、阿蘇警察署の庁舎移転建設工事等

に要する経費でございます。本年度から３カ

年で庁舎建設工事を行い、2020年度夏の運用

開始を目指しております。 

(2)の上天草警察署整備事業でございま

す。来年度は、拡張用地の購入及び移転補償

に要する経費をお願いしております。 

 2021年度から2023年度の３カ年で庁舎建設

工事を行う予定でございまして、最後に御説

明いたしますが、2020年度の庁舎設計委託に

係る債務負担行為の設定もあわせてお願いし

ております。 

 (3)は、警察施設の整備、修繕等に要する

経費をお願いしております。天草警察署御所

浦駐在所の移転新築整備、玉名警察署伊倉駐

在所の新築設計委託などを行うこととしてお

ります。 

(4)の新規事業、受動喫煙防止対策事業

は、健康増進法の改正を受けて本年７月から

行政機関が敷地内禁煙となることから、運転

免許センターに屋外喫煙室の設置工事を実施

することとしております。 

(5)の警察署防災機能強化事業は、天草警

察署及び牛深警察署の非常用発電機改修工事

に伴う設計委託に要する経費でございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 上段の運転免許費でございます。11億 

1,953万5,000円を計上しておりますが、これ

は運転免許業務に必要な経費でございます。 

 １の自動車運転免許費として10億6,017万

7,000円をお願いしております。 

 (1)は、認知症等の疑いのある方の早期発

見、高齢者やその御家族等に対する専門相談

などを行うため、引き続き、運転免許センタ

ーに看護師３人を配置するための経費でござ

います。 

(2)は、運転免許証の作成に係る消耗品費

や更新窓口等の受付事務委託など、運転免許

センターの管理運営に要する経費、(3)は、

運転免許管理システムの維持管理に必要な経

費でございます。 

(4)では、道路交通法の規定に基づく更新

時講習や高齢者講習など各種講習の業務委託

に要する経費をお願いしております。 

 このうち、高齢者講習につきましては、受

講待ちが長期化、常態化していることから、
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警察本部と講習を受託する自動車学校間で、

講習予約状況や講習結果等を共有管理するシ

ステムを新たに構築し、円滑な予約講習受講

を目指してまいります。 

 ２の自動車運転免許試験費として5,935万

8,000円をお願いしております。これは、仮

免許学科試験等の実施や運転免許試験車両の

購入、維持管理など運転免許試験実施に要す

る経費でございます。 

 次に、下段の恩給及び退職年金費でござい

ます。4,073万2,000円をお願いしております

が、これは、昭和37年11月30日以前に退職し

た警察職員とその遺族に対し、恩給法に基づ

き支給する恩給と扶助料でございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 警察活動費でございます。47億4,884万 

6,000円を計上しておりますが、これは県警

察各部門の活動諸費や交通安全施設の整備に

必要な経費でございます。 

 １の一般警察運営費として６億5,966万 

3,000円をお願いしております。 

 (1)の犯罪被害者支援活動の推進は、犯罪

被害者等の精神的被害の回復や２次的被害の

防止等に要する経費をお願いしております。

 (2)は、被留置者の食糧費など、留置施設

の運用に要する諸経費、(3)は、柔道、剣道

等の術科訓練経費など、職員の能力向上に要

する経費、(4)は、警察活動に要する基本経

費で、犯罪捜査や交通指導取り締まりなど警

察活動に必要な旅費、車両等備品整備費など

でございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 ２の総合治安対策費として３億1,906万 

9,000円をお願いしております。 

 (1)から(4)は、新規事業でございます。 

 まず、(1)の県民を守る警察組織の基盤強

化事業は、全国的に相次ぐ交番襲撃事件等の

発生を踏まえ、警察官の受傷事故防止及び交

番、駐在所の安全対策強化を行うものでござ

います。対人防護衣などの整備や交番、駐在

所に防犯カメラなどを増強配備し、警察官は

もとより、県民の安全、安心を守るため、あ

らゆる角度から凶悪犯罪に的確に対処できる

精強な組織づくりを推進してまいります。 

 (2)は、国際スポーツ大会の開催を控え、

テロの未然防止に重点を置いた装備資機材の

整備や外国人観戦者への対応力の強化など、

警備諸対策に要する経費でございます。 

(3)の子供を守る通学路対策事業では、可

搬式の速度違反自動取り締まり装置などを整

備し、子供や保護者等が安心できる通学路の

安全な環境の実現や不審者情報等の迅速な対

応に取り組んでまいります。 

(4)の外国人材の受入れ・共生に寄与する

総合治安対策事業につきましては、外国人犯

罪の取り締まりや来日外国人の安全対策に要

する経費などをお願いしております。県民と

外国人がともに安全、安心な暮らしを実現す

るため、通訳体制の充実など総合的な治安対

策に取り組んでまいります。 

 次に、(5)の被災地防犯アドバイザー事業

は、警察官ＯＢを活用した被災地からの相談

受理や被災害自治体への助言活動等を行うも

ので、引き続き、被災者に寄り添った安全と

安心の確保に取り組んでまいります。 

(6)は、振り込め詐欺や高齢者の交通事故

などからの被害防止に向けて、警察官ＯＢの

非常勤職員と民間業者合計24人体制による通

称ひまわり隊を結成して、戸別訪問や街頭指

導、地域の集会で防犯講話を行う事業で、来

年度で４年目となります。 

 (7)は、統合地理情報システムの運用に要

する経費でございます。これは、交通事故発

生地点や犯罪の種別、発生状況などのさまざ

まな情報をシステムに蓄積し、時間帯別の発

生状況などを地図上に表示、分析することに

より、パトロールを強化する時間や場所など

の抽出が可能となり、犯罪抑止の効果が期待

できるほか、災害発生時の迅速な避難誘導等

にも活用が見込まれるシステムでございま
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す。 

 平成28年度の基本設計から３年余りを経

て、いよいよ来月から運用を開始いたします

が、この統合ＧＩＳは、県民への情報提供も

可能なシステムとして構築しており、今後、

防災情報等の発信にも積極的に取り組んでま

いります。 

 (8)は、大規模災害等緊急事態の発生に備

えた装備資機材の整備に要する経費、(9)

は、振り込め詐欺等の根絶に向けた取り組み

を強化するための被害防止活動に要する経費

や検挙活動の強化に要する経費、(10)は、危

険ドラッグや覚醒剤等の薬物対策に要する経

費でございます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 ３の生活安全警察運営費として１億555万

8,000円をお願いしております。 

 (1)は、にぎわいを増す熊本市繁華街の環

境浄化に向けて、県と市の条例施行に合わ

せ、悪質な客引き等の取り締まりなど、正常

な風俗環境を保持する総合対策に要する経費

をお願いしております。 

(2)は、ストーカー行為やＤＶ等の被害者

の安全確保、ストーカー等を行った者を更生

させるためのカウンセリングなどに要する経

費をお願いしております。 

(3)は、サイバー犯罪の被害防止や検挙に

向けて、捜査資機材の整備や捜査員の能力向

上などに要する経費をお願いしております。

 (4)は、少年の問題行動等への対応や巡回

指導活動等を行うため、豊富な経験を有する

警察官ＯＢをスクールサポーターとして任用

する経費など、少年の非行防止と保護対策に

要する経費でございます。 

(5)は、防犯ボランティア団体等の活動を

支援するための経費や、地域住民の要望や困

り事に対処するため、警察官ＯＢを警察安全

相談員として任用する経費などでございま

す。 

(6)は、産業廃棄物の不法投棄など、環境

犯罪の根絶に要する経費、(7)は、風俗営業

や警備業など、生活安全警察に係る許可等事

務の業務委託などに要する経費でございま

す。 

 次に、４の地域警察運営費として９億 

8,049万6,000円をお願いしております。 

 (1)は、駐在所の運営に協力する駐在所員

の配偶者等に対する報償費や、交番相談員の

任用など、交番、駐在所など地域警察の運営

に要する経費でございます。(2)は、110番セ

ンターの運用に要する経費でございます。 

2020年２月に現通信指令システムが更新期を

迎えることから、充実した最新機能を有する

新システムの導入に要する経費をお願いして

おります。 

 現システムは、110番通報を同時に５本ま

でしか受けられず、熊本地震発災時にふくそ

う状態が続いたことから、最大で12本を受け

られるように受理機能を拡充するほか、事件

や事故などの現場をより詳細に把握するた

め、パトカーから110番センターへ送信され

る車載カメラ映像を360度撮影できるカメラ

とするなど、より迅速かつ的確な初動警察活

動につなげることとしております。 

 ８ページをお願いいたします。 

 ５の刑事警察運営費として３億7,111万 

6,000円をお願いしております。 

 (1)の県民生活を脅かす犯罪の取締まり

は、各種捜査支援システムの維持管理費のほ

か、重要凶悪事件や選挙違反など捜査活動に

要する経費、暴力団の壊滅に向けた検挙活動

等に要する経費でございます。 

(2)は、取り調べや犯罪捜査の適正化対策

等に要する経費でございます。 

(3)は、指紋、写真など犯罪鑑識に必要な

資機材、システムの整備や維持管理に要する

経費、(4)は、科学捜査研究所において使用

する鑑定用資機材の維持管理など、科学捜査

の高度化に要する経費でございます。 

 次に、６の交通警察運営費として９億 
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7,854万9,000円をお願いしております。 

 (1)の交通の安全と円滑の確保は、交通安

全教育、交通指導取り締まり、交通事故捜

査、違法駐車対策などに要する経費や、信号

機の電気料や制御回線使用料などの円滑な交

通規制の運用に要する経費でございます。 

 (2)は、道路交通法の規定に基づく安全運

転管理者等講習など、交通警察に係る許可事

務等の業務委託などに要する経費でございま

す。 

 次に、７の交通安全施設費で13億3,439万

5,000円をお願いしております。 

 安全で円滑な交通環境を確立するため、道

路の新設や通学路対策などに必要な信号機の

新設、更新、改良、交通管制センターの高度

化、道路標識や道路標示のほか、老朽化した

信号制御機や信号柱の更新などの整備を進め

ることとしております。 

 ここまでが警察費歳出予算に係る説明でご

ざいます。 

 次に、９ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の設定でございます。 

 上天草警察署整備事業につきまして、2020

年度に行う庁舎新築に係る設計委託に要する

経費につきまして、8,298万3,000円の設定を

お願いしております。 

 予算関係は以上でございます。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

 

○開田警務課長 警務課でございます。 

 資料の10ページをお願いいたします。 

 第94号議案、熊本県警察の職員の特殊勤務

手当に関する条例の一部を改正する条例の制

定についてでございます。 

 11ページの条例案の概要で御説明いたしま

す。 

 天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施

行に伴いまして、３の(1)に記載の特定皇族

の方々を身辺警護等作業手当の対象として規

定するものでございます。 

 特定皇族の方々の身辺警護等作業は、１日

につき1,150円の手当が措置されておりま

す。 

 今回、新たに特定皇族となられますのは、

皇嗣妃殿下紀子様お１人でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○髙木健次委員長 それでは、続いて教育委

員会から説明をお願いします。 

 初めに、宮尾教育長。 

 

○宮尾教育長 お世話になります。教育委員

会でございます。 

 議案の説明に先立ちまして、一言お礼を申

し上げさせていただきます。 

 髙木委員長を初め、委員の皆様方には、こ

の１年間、教育行政全般にわたりまして熱心

に御審議いただき、さまざまな御指導、御助

言をいただき、本当にありがとうございまし

た。 

 また、各県立学校における卒業式には、各

委員の皆様方も御出席いただきましてありが

とうございます。御挨拶をいただきましてあ

りがとうございました。また、小杉委員に

は、あすも特別支援学校の卒業式に御臨席い

ただく予定かと思います。重ねてお礼を申し

上げます。 

 それでは、今回提案しております教育委員

会の議案につきまして御説明させていただき

ます。 

 着座で失礼いたします。 

 まず、平成31年度当初予算につきまして

は、第48号議案、平成31年度熊本県一般会計

予算、第52号議案、平成31年度熊本県立高等

学校実習資金特別会計予算、第56号議案、平

成31年度熊本県育英資金等貸与特別会計予算

におきまして、総額1,290億円余をお願いし

ております。 

 以下、予算の主な内容について御説明させ

ていただきます。 
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 まず、県立学校ＩＣＴ環境整備事業につき

ましては、県立学校に新学習指導要領に沿っ

た授業の実施や大学入試改革への対応に必要

なＩＣＴ機器を導入するものでございます。 

 次に、熊本英語エンパワーメント事業及び

英語教育改革推進事業につきましては、県立

高校に配置するＡＬＴ、外国語指導助手の増

員ですとか、中学校３年生への英語検定受験

料の支援を通しまして、子供たちの英語力の

充実を図るものです。 

 次に、県立学校防災機能強化事業につきま

しては、災害時に避難所としても利用される

県立学校の体育館トイレを整備し、防災機能

の強化を図るものです。 

 次に、特別支援教育環境整備事業につきま

しては、知的障害特別支援学校の児童生徒数

の増加に対応するため、計画的に施設整備を

進めるものでございます。 

 次に、国際スポーツ大会一校一国運動推進

事業につきましては、県内公立学校児童生徒

の試合観戦及び外国選手との交流学習を実施

するものです。 

 次に、平成31年度全国高等学校総合体育大

会開催費につきましては、ことし７月に南部

九州４県で分散開催されます全国高等学校総

合体育大会が円滑に運営されるよう、開催市

と連携し、準備を進めるものです。 

次に、債務負担行為の設定でございます。 

 熊本県立美術館分館改修事業など７件につ

いて、債務負担行為を設定するものです。 

 続きまして、条例等議案でございますが、

議案第92号につきましては、熊本県立学校職

員の給与に関する条例及び熊本県市町村立学

校職員の給与に関する条例の一部改正に係る

ものです。 

 次に、議案第93号につきましては、熊本県

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正

に係るものです。 

 また、議案第97号につきましては、一般財

団法人熊本県青年会館に対する減額貸し付け

に係るものです。 

 また、議案第108号につきましては、熊本

県育英資金貸与金債権の放棄に係るもので

す。 

 以上が今議会に提案させていただいており

ます議案等の概要です。詳細につきまして

は、担当課長が御説明申し上げますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

○髙木健次委員長 次に、担当課長から説明

をお願いします。 

 

○江藤教育政策課長 教育政策課でございま

す。 

 教育委員会の平成31年度当初予算につきま

しては、各課から主な事業と新規事業を中心

に説明させていただきます。よろしくお願い

します。 

 説明資料の２ページをお願いいたします。 

 １段目の教育委員会費でございますが、 

1,062万7,000円を計上しております。 

 右側の説明欄をごらん願います。 

 １の(1)でございますが、これは教育委員

５人の報酬に要する経費でございます。 

 ２の(1)運営費でございますが、これは教

育委員の活動等に要する経費でございます。 

 次に、２段目の事務局費でございますが、

５億8,848万1,000円を計上しております。 

 右側の説明欄をごらん願います。主な事業

を御説明いたします。 

 １の(2)熊本県教育情報化推進事業でござ

いますが、これは県立学校のパソコンなどの

教育用情報設備のリース及びネットワークの

保守管理等に要する経費でございます。 

(3)の県立学校校務情報化推進事業でござ

いますが、これは県立学校で教職員が使用す

る校務処理用パソコン等のリースに要する経

費でございます。 

(5)の学校における働き方改革推進事業で

ございますが、これは新規事業でございまし
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て、学校現場への業務改善アドバイザーの派

遣など、働き方改革の推進に要する経費でご

ざいます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 １段目の教職員人件費でございますが、２

億1,402万円を計上しております。 

 右側の説明欄をごらん願います。 

 １の(1)でございますが、これは教職員住

宅の建設償還金及び廃止住宅の処分に要する

経費でございます。 

 ３の(1)教職員福利厚生事業でございます

が、これは教職員の健康増進事業を行う公立

学校共済組合熊本県支部に対する助成に要す

る経費でございます。 

 次に、２段目の教育センター費でございま

すが、２億705万3,000円を計上しておりま

す。 

 右側の説明欄をごらん願います。 

 １の(1)管理運営費でございますが、これ

は教育センターの維持管理及び運営に要する

経費でございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 ３、研修事業費の(3)及び(4)の初任者研修

でございますが、これは県立学校及び小中学

校の新規採用教員に対する研修費及び研修代

替教員、これは、新規採用教員が研修に参加

する際に、授業などに穴をあけることのない

よう、その代替として採用する非常勤講師の

ことでございますが、その人件費に要する経

費でございます。 

 ４の(1)教育センター施設整備事業でござ

いますが、これは教育センターのトイレの改

修などの施設整備に要する経費でございま

す。 

 次に、２段目の恩給及び退職年金費でござ

いますが、9,398万5,000円を計上しておりま

す。 

 右側の説明欄をごらん願います。 

 １の(1)恩給及び退職年金費でございます

が、これは、共済制度が発足する前日まで、

昭和37年11月30日以前に退職した教職員等に

係る本人への恩給及び配偶者等の御遺族への

扶助料として支給するものでございます。 

 以上、総額11億1,416万6,000円を計上して

おります。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

 

○手島学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 各事業の説明に先立ちまして、今回計上し

ております教職員の給与費につきまして、各

課に共通する事項でございますので、一括し

て学校人事課の例で御説明させていただきま

す。 

 説明資料の５ページをお願いいたします。 

 １段目の事務局費の右側説明欄をごらんく

ださい。 

 １、職員給与費につきましては、職員の給

与について、平成31年１月１日現在の職員に

係る給与費から、定年等の退職者分を除き、

新規採用者や再任用者等の見込み額を加えた

ものでございます。 

 以下、学校人事課の教職員給与費及び社会

教育課、文化課、施設課、体育保健課の職員

給与費につきましても同様でございますの

で、当課及び各課からの詳細な説明は省略さ

せていただきます。 

 それでは、学校人事課の各事業について御

説明いたします。 

 １段目の事務局費ですが、事務局職員に係

る給与費及び退職手当としまして15億8,255

万6,000円を計上しております。 

 次に、２段目の教職員人事費ですが、139

億261万2,000円を計上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 主なものとして、１、退職手当や、２、児

童手当のほか、３、管理運営費でございま

す。このうち、３、管理運営費の(3)障がい

者就労支援事業でございますが、これは県立

学校における障害者の雇用に要する経費でご
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ざいます。 

 障害者を非常勤の学校補助員として雇用

し、校内の事務作業や農場等の除草作業等に

従事していただくことで、就労に向け必要な

能力や技術などの習得を図っていただき、就

労につなげることを目的とした事業でござい

ます。平成30年度は、各県立学校に30人を雇

用しておりましたが、来年度は69人を雇用し

たい考えでございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 １段目の(5)教育サポート事業でございま

すが、これは、小中学校及び特別支援学校に

おいて、教員が子供と向き合う時間を拡充す

るためのサポーター配置に要する経費でござ

います。今回、新たに教員の専門性を必要と

しない、学習プリントなどの印刷業務などに

障害者を優先雇用するスクールサポートスタ

ッフの配置に要する経費をお願いしておりま

す。 

(6)就学支援金交付等事業でございます

が、これは公立高等学校の高校生に係る就学

支援金の支給及び授業料の徴収に要する経費

でございます。 

また、(7)教員の指導力向上事業でござい

ますが、スーパーティーチャーの配置に伴う

代替非常勤講師の配置に要する経費でござい

ます。これまで県立学校に配置しておりまし

たが、これに加えまして、小中学校へ配置す

るために要する経費でございます。 

 次に、２段目の教職員費ですが、小学校分

として382億3,296万1,000円を計上しており

ます。 

 ７ページをお願いします。 

 １段目の教職員費ですが、中学校分として

220億6,041万5,000円を計上しております。

６ページの小学校、７ページの中学校、いず

れも教職員の給与費及び旅費でございます。 

 ２段目の教育振興費でございますが、県立

中学校３校の運営費としまして2,658万6,000

円を計上しております。 

 次に、３段目の高等学校総務費ですが、高

等学校教職員の給与費及び学校運営費として

250億7,549万円を計上しております。 

 ４段目の全日制高等学校管理費ですが、14

億3,691万6,000円を計上しております。 

 ８ページをお願いいたします。 

 １段目の定時制高等学校管理費でございま

すが、2,468万7,000円を計上しております。 

 ２段目の通信教育費ですが、527万5,000円

を計上しております。いずれも高等学校の運

営費及び教職員の旅費でございます。 

 ３段目の特別支援学校費ですが、特別支援

学校教職員の給与費、学校運営費及び就学奨

励費として97億8,231万4,000円を計上してお

ります。 

 以上、総額1,121億2,981万2,000円を計上

しております。御審議のほどよろしくお願い

いたします。 

 

○井芹社会教育課長 社会教育課でございま

す。 

 説明資料の９ページをお願いいたします。 

 社会教育総務費でございますが、11億 

1,217万8,000円を計上しております。 

 前年度と比較し、３億101万5,000円の増額

となっておりますが、これは主に、後ほど御

説明いたします、青少年教育施設の保全計画

に基づく設計、工事に要する経費の増による

ものでございます。 

 主な事業について御説明いたします。右側

の説明欄をごらんください。 

 ２の地域・家庭教育力活性化推進事業費の

うち、(1)の「親の学び」推進事業は、子育

てのポイントを学び、保護者同士のつながり

をつくる「親の学び」プログラムの普及啓発

等に要する経費でございます。 

(3)の「熊本の心」活用推進事業は、道徳

教育用郷土資料「熊本の心」を活用し、郷土

愛や道徳心を高め、県民の豊かな人間性及び

社会教育の場を通じた、子供たちの社会人と
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しての基礎的な資質の育成に要する経費でご

ざいます。 

 あけていただいて10ページをお願いいたし

ます。 

 ４の社会教育諸費のうち、(3)の地域人権

教育指導員設置費補助は、地域において人権

教育を推進する地域人権教育指導員を設置す

る市町村に対して助成を行うものでございま

す。 

(4)の県生涯学習推進センター運営事業

は、県民交流館パレアにあります県生涯学習

推進センターの指定管理に要する経費及び生

涯学習推進事業に要する経費でございます。

 (5)の青少年教育施設管理運営費は、天草

青年の家など４つの青少年教育施設の指定管

理に要する経費及び施設の保全計画に基づく

工事に要する経費でございます。 

(6)の地域学校協働活動推進事業は、地域

学校協働活動推進員を配置し、地域学校協働

本部の設置や放課後子供教室、地域未来塾、

家庭教育支援に取り組む市町村に対する助成

に要する経費でございます。 

 11ページをお願いいたします。 

 図書館費でございますが、３億5,015万 

7,000円を計上しております。 

 説明欄をごらんください。 

 ２の管理運営費のうち、(1)の管理運営費

は、県立図書館の施設、設備の維持補修や図

書の購入費等、県立図書館の管理運営全般に

要する経費でございます。 

 ３の事業費のうち、(2)のくまもと文学・

歴史館の運営及び充実は、熊本ゆかりの文学

や歴史に関する資料の展示会の企画、広報及

び実施、関連講座の開催など、くまもと文

学・歴史館の事業運営に要する経費でござい

ます。 

 なお、図書館費につきましては、前年度か

ら1,662万9,000円の減額となっております。

これは主に、今年度に行った県立図書館の消

防用設備等の交換及び修繕に要する経費の減

によるものでございます。 

 以上、社会教育課は、総額14億6,233万 

5,000円を計上しております。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

○岡村文化課長 文化課でございます。 

 説明資料の12ページをお願いします。 

 文化費ですが、10億7,574万1,000円を計上

しております。 

 前年度と比較し、１億3,736万1,000円の増

額となっておりますが、これは主に、後ほど

御説明します、美術館分館及び装飾古墳館の

保全計画に基づく工事に要する経費の増によ

るものでございます。 

 右側の説明欄をごらんください。主なもの

を御説明します。 

 ２の文化振興費の(2)美術館分館管理運営

費ですが、これは、県立美術館分館の新年度

の指定管理委託及び施設の長寿命化を図るた

めの保全計画に基づき、経年劣化の著しい箇

所の保全工事に要する経費でございます。 

 ３つ下の(5)「熊本歴史文化の森」魅力発

信事業は、新規事業で、国際スポーツ大会開

催に伴い来熊される国内外の方に対し、熊本

の歴史、文化の魅力を発信することを目的と

した、県立美術館の館内サイン整備、熊本城

周辺の県、熊本市、民間の文化施設で共同し

た多言語のガイドブック作成、熊本城特別公

開に合わせた熊本城をテーマとした県立美術

館特別展覧会の開催等の経費でございます。 

 その下、３の文化財調査費の(2)埋蔵文化

財発掘調査(受託)ですが、これは、国が行う

南九州自動車道水俣インターチェンジ建設事

業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書作成の受

託に要する経費でございます。 

 13ページをお願いします。 

 ４の文化財保存管理費の(2)文化財保存事

業は、国・県指定文化財の保存整備を行う市

町村等に対する県費による助成でございま

す。 
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(4)熊本県被災文化財支援事業は、熊本地

震で被災し、救出した動産文化財を、一時保

管、整理、返却する文化財レスキュー事業に

要する経費でございます。 

(5)被災文化財保存復旧支援事業は、熊本

地震で被災した未指定歴史的建造物の復旧に

当たり、専門の建築士であるヘリテージマネ

ジャーを派遣し、復旧工法の助言を行うな

ど、民間所有者支援に要する経費でございま

す。 

(6)装飾古墳館関係経費ですが、これは装

飾古墳館の管理運営、調査、普及及び企画展

開催等に要する経費でございます。 

(7)古墳館保全計画は、装飾古墳館の施設

の長寿命化を図るための保全計画に基づく工

事に要する経費でございます。 

(8)鞠智城関係経費ですが、これは鞠智城

跡の管理運営や特別史跡として国指定に向け

た取り組み等に要する経費でございます。 

 ５の平成28年熊本地震被災文化財等復旧復

興基金積立金ですが、これは、平成31年度に

見込まれる寄附金の基金への積み立てでござ

います。 

 県内外の多くの方々からの寄附の受け入れ

額は、現在合計で約39億円、今後42億円を超

える見込みとなっております。 

 14ページをお願いします。 

 美術館費でございますが、４億9,982万 

3,000円を計上しております。 

 前年度と比較し、２億1,909万8,000円の増

額となっておりますが、これは主に、後ほど

御説明します、美術館本館の保全計画に基づ

く工事に要する経費の増によるものでござい

ます。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 ２の(1)管理運営費ですが、これは美術館

本館の管理運営に要する経費でございます。 

 少し飛びまして、４の(1)展覧会事業費で

すが、これは、美術館が主催及び共催する展

覧会の開催に要する経費でございます。 

 ５の美術館施設整備費の(1)県立美術館本

館改修整備事業ですが、これは、美術館本館

の老朽化した施設、設備の長寿命化を図るた

めの保全計画に基づく改修工事に要する経費

でございます。 

 ６の永青文庫推進事業費の(1)細川コレク

ション永青文庫推進事業ですが、これは、公

益財団法人永青文庫の所蔵美術品の常設展示

及び展示する美術品等の調査研究、修復に要

する経費でございます。 

 15ページをお願いします。 

 教育施設災害復旧費でございますが、７億

8,343万4,000円を計上しております。 

 昨年度と比較して6,193万5,000円の増の主

な要因は、文化財災害復旧事業費の増による

ものです。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の教育施設災害復旧費の(1)美術館本館

災害復旧費ですが、これは、県立美術館に寄

託された美術品のうち、熊本地震で被災した

ものの修復に要する経費でございます。 

 ２の社会教育施設災害復旧費の(1)文化財

災害復旧事業ですが、これは、熊本地震で被

災した国・県指定の文化財、未指定の歴史的

建造物、未指定の動産文化財等の復旧に要す

る経費でございます。 

 国・県指定、国登録文化財に対する従前か

らの県費による補助と、民間所有者の負担軽

減のために、県内外の多くの方々からの寄附

をもとに、平成28年度に創設した基金による

復旧費補助の経費を計上しております。 

 以上、総額23億5,899万8,000円を計上して

おります。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

 

○猿渡施設課長 施設課でございます。 

 説明資料の16ページをお願いいたします。 

 １段目は、事務局費445万円を計上してお

ります。 

 右側の説明欄(1)で、市町村立学校施設の
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指導、調査、検査等に要する経費でございま

す。全額が国庫支出金で賄われております。 

 １つ飛びまして、３段目の全日制高等学校

管理費で、１億8,596万5,000円を計上してお

ります。 

 右側の説明欄の(1)高等学校施設維持管理

費、これは、県立高等学校の消防設備保守点

検などに要する経費です。 

 これら、前年度と比較しまして3,554万 

5,000円の減となっておりますが、これは主

に、法定検査に要する経費の減によるもので

ございます。 

 続きまして、４段目、教育振興費ですが、

本年度の予算計上はございません。 

 15億5,400万円余の減額です。これは、先

日、竣工式のありました実習船「熊本丸」の

代船建造費が減となったものでございます。 

 次に、５段目の学校建設費ですが、26億 

6,039万9,000円を計上しております。 

 右側の説明欄の(1)校舎新・増改築事業で

すが、これは、熊本工業高校の実習棟改築に

係る１期工事の２年目に要する工事費でござ

います。 

(2)県立高等学校施設整備事業ですが、こ

れは、県立高等学校28校分の修繕、維持補修

工事に要する経費です。 

 １つ飛びまして、(4)長寿命化プラン策定

事業ですが、これは、今年度着手しておりま

す県立学校施設の長寿命化プラン策定に係る

２年目の経費に当たります。 

(5)県立学校防災機能強化事業ですが、こ

れは、新規事業で、県立学校の防災機能強化

に要する経費です。 

 職員や生徒たちの一時的な避難所となるだ

けでなく、地域住民の避難所にもなる体育館

にトイレがない県立学校11校に、2024年度ま

で、６年をかけましてトイレを整備するもの

でございます。 

 これらの学校建設費全体としまして、前年

度と比較して8,520万3,000円の増額となって

おりますが、これは、主に高校の改築工事等

に要する経費の増によるものでございます。 

 次に、17ページをお願いいたします。 

 １段目の特別支援学校費ですが、２億 

6,113万2,000円を計上しております。 

 右側の説明欄の(1)特別支援学校施設維持

管理費、これは、特別支援学校の消防設備保

守点検など、法定点検に要する経費でござい

ます。 

次に、(2)特別支援学校施設整備事業です

が、これは、特別支援学校11校分の修繕、維

持補修工事に要する経費でございます。 

 最後ですが、２段目の教育施設災害復旧費

です。指導事務費として17万円を計上してお

ります。 

 前年度と比較しまして16億5,734万円の減

となっておりますが、これは、県立学校の災

害復旧工事がほぼ完了したことにより、大幅

減になったものでございます。 

 施設課は以上でございます。 

 

○那須高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 説明資料の18ページをお願いします。 

 １段目の事務局費でございますが、4,167

万3,000円を計上しております。 

 前年度と比較し、3,401万1,000円の減額と

なっておりますが、これは主に、平成30年度

で県立高等学校再編整備等後期実施計画が終

了することに伴い、高校の閉校等に必要な経

費が不要となったためでございます。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １、事務局運営費等の(1)新設高等学校等

教育環境整備事業でございますが、これは、

高等学校再編統合に伴う新設高校の教育環境

の整備等に要する経費でございます。 

 次に、２段目の教育指導費でございます

が、６億7,751万円を計上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の指導行政事務費の(1)通学支援事業で
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すが、これは、高等学校再編統合に伴う通学

支援等に要する経費でございます。 

(2)の高等学校等通学支援事業(熊本地震対

応分)ですが、これは、平成28年熊本地震に

より通学困難となった生徒のための通学支援

に要する経費でございます。 

(3)の御所浦高校生通学支援事業(御所浦地

域振興策)ですが、これは、御所浦地域から

の高校通学に必要な定期船運賃助成を行う天

草市への補助に要する経費でございます。 

 ２の学校教育指導費の(1)熊本英語エンパ

ワーメント事業ですが、これは、新規事業

で、先進的な英語教育の推進と英語教員の指

導力強化及び外国語指導助手、ＡＬＴの配置

に要する経費でございます。現在、県立学校

に配置しています23人のＡＬＴに加え、新た

に13人を増員し、36人のＡＬＴを配置するこ

ととしています。 

(2)の高校生キャリアサポート事業です

が、これは高校生の就職のための求人開拓や

就職相談を行うキャリアサポーター等の配置

に要する経費でございます。 

(3)の地域との協働による高等学校教育改

革推進事業ですが、これは、平成31年度から

国が新たに取り組む事業を活用する新規事業

で、地域との協働による高校魅力化、職業人

育成及びグローバル化の推進に要する経費で

ございます。 

(4)のキャリアプランニング推進事業です

が、これは、新規事業で、地元企業との連携

を促進するための支援員配置や、各学校が持

っているインターンシップ受け入れ等に関す

る企業情報の一元化に要する経費でございま

す。 

 次に、19ページをお願いします。 

 ３の児童生徒の健全育成費の(1)県立学校

いじめ・不登校対策事業ですが、これは、県

立学校へのスクールカウンセラー及びスクー

ルソーシャルワーカーの配置等に要する経費

でございます。 

(2)のいじめ防止対策推進事業ですが、こ

れは、いじめ防止対策推進法に基づき設置す

る審議会の運営等に要する経費でございま

す。 

 次に、20ページをお願いいたします。 

 ３段目の教育振興費でございますが、これ

は、高等学校費に係る教育振興費で、８億 

7,994万2,000円を計上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 ３、定時制通信制修学奨励事業費の(1)定

通教育修学奨励費ですが、これは、高等学校

定時制及び通信制課程の生徒への修学奨励資

金の貸与に要する経費でございます。 

 次に、21ページをお願いいたします。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 ５の高等学校等進学奨励費の(1)奨学のた

めの給付金事業ですが、これは、経済的理由

により就学困難な公立高等学校の生徒に対す

る給付金の支給に要する経費でございます。 

 ６の産業教育設備費の(1)熊本工業高校実

習棟改築(第１期)設備整備事業ですが、これ

は、新規事業で、熊本工業高校の実習棟改築

(第１期工事)に伴う施設、設備等の移転及び

備品購入に要する経費でございます。 

 次に、３段目の保健体育総務費でございま

すが、673万8,000円を計上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の学校保健給食振興費の(1)定時制高等

学校夜食費ですが、これは、県立高等学校定

時制課程の生徒への夜食提供に要する経費で

ございます。 

 次に、22ページをお願いいたします。 

 １段目の県立高等学校実習資金特別会計繰

出金でございますが、5,488万円を計上して

おります。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の県立高等学校実習資金特別会計繰出金

の(1)県立高等学校実習資金特会繰出金です

が、これは、一般会計から県立高等学校実習

資金特別会計への水産高等学校費へ繰り出す
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ものでございます。 

 前年度と比較し、3,750万2,000円の増額と

なっておりますが、これは主に、前年度は古

い実習船を売却したことから不要となってい

ましたドック経費が、新しい実習船の建造に

伴い、再度必要になったことによるものでご

ざいます。 

 次に、２段目の育英資金等貸与特別会計繰

出金でございますが、4,774万8,000円を計上

しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の特別会計繰出金の(1)育英資金等貸与

特会繰出金ですが、これは、一般会計から熊

本県育英資金等貸与特別会計への育英資金貸

付金(被災特例枠)へ繰り出すものでございま

す。 

 続きまして、23ページをお願いいたしま

す。 

 特別会計について御説明をいたします。 

 まず、熊本県立高等学校実習資金特別会計

でございます。 

 １段目の農業高等学校費でございますが、

２億2,830万5,000円を計上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の農業高等学校実習費の(1)農業高等学

校費ですが、これは、農業関係高等学校11校

における実習運営に要する経費でございま

す。 

 次に、２段目の水産高等学校費でございま

すが、9,632万6,000円を計上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の水産高等学校実習費の(1)水産高等学

校費ですが、これは、天草拓心高校マリン校

舎における実習船及び実習運営に要する経費

でございます。 

 前年度と比較し、5,644万2,000円の増額と

なっておりますが、先ほど御説明いたしまし

た、一般会計から熊本県立高等学校実習資金

特別会計への繰出金の増額の理由と同じく、

新しい実習船「熊本丸」のドック経費等の増

によるものでございます。 

 続きまして、24ページをお願いいたしま

す。 

 熊本県育英資金等貸与特別会計でございま

す。 

 育英資金等貸付金でございますが、11億 

7,631万8,000円を計上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の貸付金の(1)育英資金貸付金(大学貸

与、修学貸与、緊急貸与)ですが、これは、

高校生等に対する奨学金の貸与に要する経費

でございます。 

 以上、一般会計、特別会計合わせまして、

総額32億2,332万円を計上しております。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○髙本義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 説明資料の25ページをお願いします。 

 教育指導費でございますが、４億4,920万

5,000円を計上しております。 

 前年度と比較し、4,969万5,000円の増額と

なっておりますが、これは主に、この後御説

明申し上げます、学力向上対策事業における

県学力調査の実施に要する経費の増額による

ものでございます。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 ２の学校教育指導費の(1)学力向上対策事

業でございますが、これは、授業改革推進協

議会や教職員研修会の実施及び民間のノウハ

ウ等を活用した県学力調査の実施に要する経

費でございます。 

(2)の熊本地震被災児童生徒就学支援事業

でございますが、これは、平成28年熊本地震

により被災した児童生徒に就学支援を実施す

る市町村への補助でございます。 

(3)の英語教育改革推進事業でございます

が、これは、中学３年生の英検取得を推進す

る市町村への補助など、小中学校における英

語教育の充実に要する経費でございます。 
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 (5)の日本一の環境教育「水俣に学ぶ肥後

っ子」推進事業でございますが、これは、小

学５年生の水俣市訪問学習を実施する市町村

への補助でございます。 

(7)の幼児教育推進体制の充実・活用強化

事業でございますが、これは、新規事業でご

ざいまして、幼児教育の質の向上のための幼

児教育アドバイザーの育成及び派遣等に要す

る経費でございます。 

 26ページをお願いします。 

 ３の教員研修費の(2)指導改善研修事業で

ございますが、これは、指導が不適切な教諭

等の指導力を回復させるための研修等に要す

る経費でございます。 

 ４の児童生徒の健全育成費の(1)チーム学

校活性化事業ですが、これは、いじめ、不登

校や問題行動等の積極的予防と解消を図るた

めのスクールカウンセラー及びスクールソー

シャルワーカー等の配置、派遣に要する経費

でございます。 

(2)熊本地震ＳＣ・ＳＳＷ活用事業です

が、これは、平成28年熊本地震により被災し

た児童生徒の心のケア等を行うスクールカウ

ンセラー等の配置、派遣に要する経費でござ

います。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○藤田特別支援教育課長 特別支援教育課で

ございます。 

 説明資料の27ページをお願いします。 

 教育指導費でございますが、9,980万円を

計上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の指導行政事務費の(1)特別支援学校通

学支援事業(熊本地震対応分)でございます

が、これは、平成28年熊本地震により通学困

難となった特別支援学校生徒のための通学支

援に要する経費でございます。 

 ２の学校教育指導費の(1)特別支援学校キ

ャリアサポート事業でございますが、これ

は、特別支援学校生徒に対する就職支援等に

要する経費でございます。 

(3)の特別支援教育充実事業でございます

が、これは、特別支援学校生徒に対する清掃

技能検定の実施など、特別支援教育の充実、

推進に要する経費でございます。 

(4)のほほえみスクールライフ支援事業で

ございますが、これは、特別支援学校児童生

徒に対する医療的ケアに要する経費でござい

ます。 

(6)の発達障がい等支援事業でございます

が、これは、特別支援教育支援員配置等によ

る発達障害等の児童生徒への支援に要する経

費でございます。 

 次に、28ページをお願いします。 

 特別支援学校費でございますが、28億302

万2,000円を計上しております。 

 前年度と比較し、12億3,572万1,000円の減

額となっております。これは主に、盲学校及

び熊本聾学校の寄宿舎の改築工事が完了した

ことによるものでございます。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の施設整備費の(1)特別支援教育環境整

備事業でございますが、これは、特別支援学

校５校の施設整備等に要する経費でございま

す。 

 ３の学校運営費の(1)県立特別支援学校管

理運営費でございますが、これは、特別支援

学校高等部分教室及び熊本はばたき高等支援

学校の運営に要する経費でございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○德永人権同和教育課長 人権同和教育課で

ございます。 

 説明資料の29ページをお願いします。 

 １段目の教育指導費ですが、670万円を計

上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 
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 １の学校教育指導費の(2)各種人権教育研

修事業など、教職員の指導力の向上を図るた

めに要する経費でございます。 

 次に、２段目の教育振興費ですが、1,741

万2,000円を計上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の(1)高等学校等進学奨励事業ですが、

これは、地域改善対策奨学資金の返還に伴う

国庫補助相当分の国への償還金及び未収金回

収のための非常勤職員の任用等に要する経費

でございます。前年度から195万9,000円の減

額になっておりますけれども、これは、国へ

の償還金の減でございます。 

 次に、３段目の社会教育総務費ですが、 

1,353万6,000円を計上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の人権教育振興費の(1)熊本県子ども人

権フェスティバル事業ですが、これは、同事

業の運営に要する経費でございます。 

(2)人権教育促進事業等ですが、これは、

人権教育関係団体への事業費補助、地域人権

教育指導員研修等に要する経費でございま

す。 

 以上、3,764万8,000円を計上しておりま

す。御審議のほどどうぞよろしくお願いしま

す。 

 

○西村体育保健課長 体育保健課でございま

す。 

 説明資料の30ページをお願いします。 

 保健体育総務費でございますが、５億 

1,217万3,000円を計上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 ２の学校保健給食振興費の(1)県立学校に

おける健康診断でございますが、これは、県

立学校児童生徒及び教職員の健康診断に要す

る経費でございます。 

(2)日本スポーツ振興センター事業でござ

いますが、これは、学校管理下における児童

生徒に災害が発生したときの災害共済給付に

要する経費でございます。 

 31ページをお願いします。 

 体育振興費として８億1,330万5,000円を計

上しております。 

 前年度と比較し、４億8,753万5,000円の増

額となっておりますが、これは主に、後ほど

御説明申し上げます、全国高等学校総合体育

大会の開催に要する経費等の増によるもので

ございます。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の学校体育振興費の(1)部活動指導員配

置事業でございますが、これは、公立中学校

における部活動指導員の配置に要する経費で

ございます。 

(2)平成31年度全国高等学校総合体育大会

開催費でございますが、これは、平成31年度

に本県で開催されます、全国高等学校総合体

育大会の開催に要する経費でございます。 

(3)国際スポーツ大会一校一国運動推進事

業でございますが、これは、新規事業でござ

いまして、学校単位での国際スポーツ大会観

戦を含めた一校一国運動の実施に要する経費

でございます。 

 ２の社会体育振興費の(1)2020東京オリン

ピック選手育成事業でございますが、これ

は、2020年の東京オリンピックに出場可能性

のある県関係選手の育成、強化に対する助成

でございます。(2)から(5)につきましては、

国民体育大会、九州地区国民体育大会に要す

る経費と、競技力向上への取り組みやスポー

ツ教室等に対する助成でございます。 

 次に、32ページをお願いいたします。 

 体育施設費として９億6,641万3,000円を計

上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の県営体育施設管理費の(1)から(5)につ

きましては、県営体育施設６施設の指定管理

委託等に要する経費でございます。 

 ２の県営体育施設整備費の(1)県営体育施

設整備事業につきましては、国際スポーツ大
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会に係る施設のWi-Fi設置等に要する経費で

ございます。 

 以上、総額22億9,189万1,000円を計上して

おります。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

 

○井芹社会教育課長 社会教育課でございま

す。 

 説明資料の33ページ上段をお願いいたしま

す。 

 県立あしきた青少年の家改修事業に係る債

務負担行為の設定でございます。 

 説明欄をごらんください。 

 これは、あしきた青少年の家の機能保全工

事に要する経費で、施設利用者が多い夏休み

の期間を避けて９月に着工する予定であり、

工期を９カ月程度確保する必要があるため、

１億8,267万2,000円を計上しております。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○岡村文化課長 文化課でございます。 

 説明資料の同じく33ページ下段をお願いし

ます。 

 まず、県立美術館分館改修事業に係る債務

負担行為の設定でございます。 

 これは、県立美術館の分館改修に係る工事

費で、国際スポーツ大会終了後の12月に一部

着工する予定であり、工期を４カ月程度確保

する必要があるため、５億1,631万3,000円を

計上しております。 

 次に、２段目の永青文庫推進事業でござい

ますが、これは、永青文庫の寄託美術品のう

ちびょうぶの修復費用で、修復期間を20カ月

程度確保する必要があるため、495万円を計

上しております。 

 次に、３段目の県立美術館本館改修事業で

ございますが、これは、県立美術館の本館改

修工事費で、国際スポーツ大会終了後の12月

に着工する予定であり、工期を４カ月程度確

保する必要があるため、8,619万2,000円を計

上しております。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○那須高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 説明資料の34ページをお願いします。 

 熊本県育英資金等貸与特別会計でございま

す。 

 事務機器等の賃借に係る債務負担行為の設

定でございます。 

 これは、熊本県育英資金管理システムに係

る機器の賃借で、当該機器の賃借のため60カ

月

のリース契約を締結する必要があるため、 

276万円を計上しております。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○藤田特別支援教育課長 特別支援教育課で

ございます。 

 同じく、34ページの下段をお願いします。 

 県南高等支援学校(仮称)整備事業に係る債

務負担行為の設定でございます。 

 これは、県南高等支援学校整備に係る工事

費で、工期を15カ月程度確保する必要がある

ため、１億9,608万6,000円を計上しておりま

す。 

 次に、特別支援学校仮設校舎賃借に係る債

務負担行為設定でございます。 

 これは、整備計画に基づく整備が完了する

までの間の仮設校舎賃借に係る使用料で、使

用期間を20カ月程度確保する必要があるた

め、5,126万8,000円を計上しております。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○手島学校人事課長 学校人事課でございま

す。 
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 説明資料の36ページをお願いいたします。 

 第92号議案としまして、熊本県立学校職員

の給与に関する条例及び熊本県市町村立学校

職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定について提案しております。 

 内容は、37ページで説明させていただきま

す。 

 これは、日本国籍を有しない者につきまし

て、文部科学省通知に従い、任用の期限を付

さない常勤講師として任用することに伴いま

して、関係条例の規定を整備するものでござ

います。 

 日本国籍を有しない者につきましては、平

成３年の当時文部省通知に従いまして、任用

の期限を付さない常勤講師として任用するこ

ととなりますが、当該通知におきましては、

給与その他の処遇について、可能な限り教諭

とこの常勤講師との差が少なくなるよう配慮

することがあわせて求められております。 

 改正の具体的内容としましては、当該常勤

講師の給与上の処遇が教諭相当となりますよ

う、熊本県立学校職員の給与に関する条例及

び熊本県市町村立学校職員の給与に関する条

例において、教諭と同等の２級に当該講師を

位置づけまして、あわせてその他規定の整備

を行うものでございます。 

 施行日につきましては、平成31年４月１日

としております。 

 次に、説明資料の38ページをお願いいたし

ます。 

 第93号議案としまして、熊本県職員の特殊

勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

について提案しております。 

 内容は、39ページで説明させていただきま

す。 

 これは、熊本県立天草拓心高等学校の所管

する船舶、実習船「熊本丸」に乗り込みます

船員のうち、一部の職員を技能労務職員から

行政職の技術職員とすることに伴いまして、

関係規定を整備するものでございます。 

 お手元の資料には書いてございませんが、

背景を簡単に説明いたしますと、実習船「熊

本丸」では、安全で安心な航行の確保に加え

まして、船内教育の充実を図る目的から、技

能労務職員の身分を行政職、技術職員に転換

しまして、行政職員が行ってまいりました、

生徒募集に係る企画立案や実習業務を担わせ

ることといたしました。今回、それに伴い、

関係職員に係る関係規定の整備を行うもので

ございます。 

 施行日につきましては、平成31年４月１日

としております。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○井芹社会教育課長 社会教育課でございま

す。 

 説明資料の40ページをお願いいたします。 

 議案第97号、財産の減額貸付けについてで

ございます。 

 内容につきましては、41ページの概要に沿

って御説明いたします。 

 まず、１、提案の概要ですが、一般財団法

人熊本県青年会館に対し減額貸し付けをして

いる県有地の貸付期間が、平成31年３月31日

をもって満了することに伴い、更新を行うも

のです。 

 なお、この土地は、会館が建設されました

昭和58年からこれまで、３年置きに契約を更

新しているものです。 

 次に、２の貸し付けの概要ですが、熊本市

中央区水前寺３丁目に所在する土地で、一般

財団法人熊本県青年会館に対し、現在、当該

法人の建物の用地として県有地を貸し付けて

おります。 

 ３の減額貸し付けの理由ですが、当該法人

が県内の青少年団体の育成や活動支援に係る

事業等を行っているという公益性が認められ

るということで、貸付料の65％を減額してい

るところでございます。 
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 ４の減額率の根拠でございますが、この土

地に関しては、県が熊本市に対して毎年固定

資産等所在市町村交付金を交付する必要があ

るため、この交付金の算定額、当該土地の固

定資産評価額の1.4％になりますが、この算

定額と同額を当該法人から貸付料として徴収

するものであります。この額が本来の貸付料

の35％になることから、65％の減額とするも

のでございます。 

 貸付期間は、平成31年４月１日から34年３

月31日までです。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○那須高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 説明資料の42ページをお願いします。 

 第108号議案として、権利の放棄について

提案をしております。 

 これは、育英資金貸与金債権のうち、右側

の理由欄にありますように、貸与の相手方と

連帯保証人の破産により、今後回収の見込み

がない１件について、地方自治法第96条の規

定による権利の放棄の議決をお願いするもの

でございます。 

 概要につきましては、43ページの右側の内

容欄をごらんください。 

 放棄する権利は、未償還元金48万6,000

円、延滞利息８万5,050円でございます。 

 本件は、貸与の相手方と連帯保証人のそれ

ぞれに、電話及び文書催告により貸与金の回

収努力を行ってまいりましたが、両名とも破

産法による免責許可決定が確定したことか

ら、今後貸与金の回収の見込みがないと判断

し、権利の放棄の議決をお願いするものでご

ざいます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○髙木健次委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、議案について質疑を受けた

いと思います。 

 まず先に、警察本部に係る質疑を受け、そ

の後、教育委員会に係る質疑に移りたいと思

います。 

 それでは、警察本部に係る質疑はありませ

んか。 

 

○小杉直委員 開田警務課長だったと思いま

すけれども、12ページ、熊本県警察の職員の

特殊勤務手当に関する条例で、ここに表が出

してありますね。それで、一番右の手当の額

が、１日につき640円、それを1,150円にアッ

プするということの中身になっとですかな。 

 

○開田警務課長 警務課でございます。 

 身辺警護等作業につきましては、通常であ

れば、１日につき640円となっております。

これは変更ございません。ただし、特定皇族

の方々の側近警衛につきましては、１日につ

き1,150円が措置されているということでご

ざいます。 

 

○小杉直委員 １時間の間違いと違うとか

な。 

 

○開田警務課長 １日につき1,150円でござ

います。 

 

○小杉直委員 パートでも700円、800円はも

らうわけでしょう、時間給は。まあ、給料は

別にもらいよるといっても、警察官の襲撃事

件あたりが最近はとても多いわけですが、熊

本県警でも、去年でしたか、東署員がむごい

傷を負わされたわけですが、これはどういう

基準でこの640円だった、そして今度は1,150

円に上げるという、流れはどうなっとるんで

すか。 

 

○開田警務課長 この手当の額につきまして
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は、地財単価でございまして、全国において

同額でございます。その額をそのまま適用し

ているということでございます。 

 

○小杉直委員 ことしは大型スポーツあたり

があって、かなりの警護対象者とかあるいは

外国人とか来ると思いますけれども、これは

熊本県で、よその県と、何というんですか

ね、先駆けて熊本県で上げるというわけには

いかぬとですかな。 

 

○開田警務課長 今回お願いしておりますの

は、額の増額ということではございません

で、特定皇族として1,150円の手当が適用さ

れる中に紀子様１名がお入りになるというと

ころをお願いしているところでございます。 

 

○小杉直委員 なら、紀子様ということに対

して1,150円ということになるということで

すたいね。 

 

○開田警務課長 そのとおりでございます。 

 

○小杉直委員 まあ、全国的な基準の金額な

らば、なかなかやむを得ぬところもあるでし

ょうけれども、できるだけこういう危険性の

ある、体を張った警衛とか警護の場合には、

やっぱりもっと手当を上げてもらいたいとい

うふうに要望しときますね。 

 それから、あわせていいですか。 

 

○髙木健次委員長 はい、小杉委員。 

 

○小杉直委員 １ページに、職員給与費が上

げてあるですね、ここに。警察本部職員給与

が。それで、これに関して、たしか以前に私

が、今言ったように、日々危険と隣り合わせ

の職務を行っておられますから、それに見合

う処遇をすることは非常に大切と思うという

ふうな質問をして、それに対して、少し動き

があって、いい結果が出た部分はあったとい

うふうに思いますけれども、その後はどうで

すかな。どなたか答弁して。 

 

○志賀警務部長 警務部でございます。 

 給与の格付に関してでございますけれど

も、職員の給与につきましては、職務の複雑

さ、困難さ、それから責任の度合いに応じま

して等級別に分類されているところでござい

ます。行政職と公安職というのを比べたとき

に、公安職が行政職よりも下位の級から格付

されているという現状でございます。 

 このため、県警におきましては、格差是正

に向けまして、毎年、知事に対して要望、改

善を行っているところでございます。その結

果、昨年でございますけれども、一部、課長

級、それから課長補佐級につきまして、改善

が図られたというところでございます。 

 しかしながら、多くの職員が在籍しており

ます係長級、それから主任級でございますけ

れども、こちらの両級につきましては、本年

度要望いたしましたけれども、残念ながら容

認に至っていないというところでございま

す。 

 このことは、警察官の士気にもかかわるも

のでございますので、引き続き、委員の皆様

方の御理解、御支援をいただきながら、格差

の是正に向けて取り組みを進めてまいりたい

と考えているところでございます。 

 

○小杉直委員 たしか後藤本部長のときだっ

たと思いますけれども、今おっしゃった中身

で、公安職は行政職よりも１ランク下に格付

されているから、毎年、知事に対して改善要

望を行っているけれども、容認されていない

というような話がありましたもんね。 

 私の記憶では、警部かな、課長とか課長補

佐級はその後少し上がったような印象があり

ますが、第一線で一番頑張っておって、非常

に人口というか、組織の中で人口体制が多い
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係長級とか主任級はまだ改善されていないと

いうことですか。 

 

○志賀警務部長 おっしゃるとおりでござい

ます。 

 

○小杉直委員 そうすると、全国的にあるい

は九州の中でのそういうふうな改善策が進ん

でいるとか、あるいはなかなか難しい、まだ

進んでいないとか、そこのところの何か事例

のありますかな。 

 

○志賀警務部長 全国的に見ますと、約７割

の県におきまして、こうした格差が是正され

ているところでございます。ただし、九州の

中で見ますと、福岡、それから大分を除きま

して、まだ改善が進んでいないという現状で

ございます。 

 

○小杉直委員 全国的には７割が進んどると

いうことならば、しっかり頑張っていきなは

らんといかぬですね。九州では福岡と大分で

すか。よそがまだということですな。 

 しかし、いつも本議会でもいろいろ質問が

あっていますが、県民の負担人口が一番多い

んでしょう、熊本県警は。例えば、１人当た

り600人の県民を守っとるということです

が、３交代制の警察官あたりは、１人で 

1,800人を持つということになりますけん

ね。 

 だから、そういう中でも、交通事故も刑事

事件もずっと減していただいとるということ

は、やっぱり県民の協力もありながら、警察

官の御努力も非常に強いものがあると思いま

すので、やっぱり公安職が行政職よりも低い

ままということはちょっと私はおかしいと思

いますので、引き続き、しっかり要望活動を

強化していただきますようにお願いしときま

す。 

 

○髙木健次委員長 ほかに。 

 

○山本秀久委員 私は、ちょっとこのところ

耳が遠いから、質疑応答ができないものです

から、ただ１つだけ。 

 今小杉先生がおっしゃったように、これか

らは外国人がふえてきますよね、いろんな点

で。だから、全国的に警察機構の、日本人を

守る機構としての、今も小杉先生が言ったよ

うに、全面的にバックアップするような、全

国的に組織を強化する必要があるんじゃない

かということの要望をしておきたいと思いま

す。小杉先生、そういうことです。 

 

○小杉直委員 ありがとうございます。 

 

○山本秀久委員 私は、このごろ耳が、質疑

応答ができないから今度引退するわけですか

ら、言うだけは言います。聞くことは、もう

私はわからぬから。 

 

○小杉直委員 立派な要望でした。 

 

○山本秀久委員 言いっ放し、要望です。や

める前の要望、警察力を十分に充実させてく

ださいということ。 

 

○髙木健次委員長 しっかりと要望として受

けとめてください。 

 

○前田憲秀委員 私も、小杉委員がおっしゃ

ったこと、格差の是正は、何をもって訴えれ

ばいいのかなと思っていますので、ぜひまた

投げかけていただきたいと思います。 

 それと、今話題に出た負担人口、これは、

この数字で何かあらわれているんでしょう

か。私も、負担人口をせめて平均レベルまで

というのは常に言っているんですけれども、

そこはいかがでしょうか。 
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○開田警務課長 警務課でございます。 

 一応この負担人口につきましては、全国的

に見ますと、平成12年の警察刷新に関する緊

急提言というものにおきまして、当面は警察

官１人当たりの負担人口が500人となる程度

まで地方警察官の増員を行う必要があるとい

うふうに示されておりまして、当県におきま

しても、一つのこれを目安というふうに考え

ているところでございます。 

 まだまだそれには本県は、今589人という

ことで、まだそこの数字に至っておりません

ので、引き続き、警察庁など関係省庁に対し

て、警察官の増員を要望してまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。 

 

○前田憲秀委員 600からすると、少しは改

善はしているんですかね。やはり、あるとき

の議論では、熊本県警の皆さん方が優秀だか

ら、その裏返しという話も聞きますけれど

も、やはりどうしても頭数というか、人数的

なものは、やっぱり500人程度ということで

すので、まだ589人というのは、まだまだ少

ないんじゃないかなというふうに思っており

ます。これからもしっかり、我々もその件は

議論をさせていただきたいなと思っています

ので、頑張っていただきたいと思います。 

 

○小杉直委員 山本先生、前田先生がおっし

ゃるとおりでございますが、それにあわせて

の話ですけれども、今は皆さん幹部の方がし

っかりしておられるから、少ない職員数でい

ろんな事案も減少させていただいております

が、今後はだんだんだんだん世代交代してい

かれて、そして価値観の違う若い警察官がず

っと上がってきたり、ふえたりしますのでで

すね。 

 やっぱり昔は、桜の代紋には手を出すなと

いうふうな不文律がいろいろあったわけです

が、今はもう警察官にも向かれというふうな

一部があるぐらいの時代になっておりますの

で、ぜひ今後とも先々の後輩のためにもしっ

かり頑張っていただきますように要望します

し、今お２人の先生から話があったように、

議会としてもそういう方向で進むということ

ですので、しっかりバックアップがあるとい

うことで頑張っていただきますように、よろ

しくお願いしておきます。 

 

○髙木健次委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○田代国広委員 ８ページの交通安全施設の

件ですけれども、住民の方々が警察にお願い

するものの一つが信号機の設置ですね。信号

機をつけてくださいというのが非常に要望が

多いわけでして、数年前の決算特別委員会で

は、いわゆる需要と供給、需要は100カ所以

上あったんですけれども、実際供給できたの

は十数カ所だというふうな実態があったんで

すけれども、今日においては、どういった需

要と供給の状況になっておりますでしょう

か。 

 

○古庄交通部長 交通部でございます。 

 平成30年度の要望に対しましては、107基

の要望に対しまして、20基の設置をしており

ます。 

 

○田代国広委員 20。 

 

○古庄交通部長 はい。平成31年度につきま

しては、要望数は今後取りまとめる予定でご

ざいますが、今のところ16基を予定している

ところでございます。 

 

○田代国広委員 非常に住民の要望に応え切

れていないというか、そういった実態が浮か

び上がるわけなんですけれども、予算を執行

する場合、何かの決算特別委員会で執行残が

あったんですよね、億単位の執行残が。それ
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を、そちらのほうに流用できないかというよ

うなことをお願いしたんですけれども、款項

目、目の流用は大体認められているように聞

いているんですけれども、そういったふうに

余剰金が出た場合の流用の仕方についてはど

う考えられますか。 

 

○大内田交通規制課長 交通部でございま

す。 

 ただいまの御質問の関係で、担当課長とし

て御説明いたします。 

 交通安全施設整備については、今部長が申

しましたけれども、震災対策等も含めなが

ら、総合的に、円滑に進むように計画してい

るところでありまして、31年度の当初予算で

も、この交通安全施設整備については、約

3,500万の増額という形で要望しているとこ

ろでございまして、少しでも県民の皆様の要

望に応えられるように努力しているところで

ございます。 

 

○田代国広委員 よろしくお願いいたしま

す。 

 

○小山警察本部長 本部長でございます。 

 若干補足させていただきますと、要望自体

100を超えるわけでございますけれども、物

理的にいろいろ検討して、実際にその設置は

難しいというところはございまして、実際要

望が100を超えておりましても、実際にその

実現性というのはかなり絞られてまいりま

す。その中で、その予算をできるだけつける

努力をいたしまして、それで20とかそういっ

た数字になっておりまして、必ずしも80幾つ

ついてないとか、そういう状況ではないとい

うことをちょっと御理解いただければという

ふうに思います。 

 我々としても、できるだけ要望が――信号

の要望というのは十分理解してございます

し、その中で、実現可能性を踏まえて最大限

努力をしているということは御理解いただけ

ればというふうに思います。 

 

○髙木健次委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○鎌田聡委員 ６ページの通学路対策という

ことで、取り締まり装置の整備ということで

書いてございますけれども、これはこれでや

っぱり進めていただきたいということとあわ

せて、私も以前ちょっと質問で取り上げたん

ですが、通学路の学校周辺に、ゾーン30とい

ってから、30キロ制限をかける規制をできる

だけ多くやったらどうですかという話をしま

したけれども、これからこの取り組みあたり

は、今後どう進めていかれるのか。 

 

○大内田交通規制課長 交通部でございま

す。 

 委員御質問の内容につきましても、県警に

おきましても重要な施策として取り組んでお

りまして、本年度も２カ所、合志市と天草市

のほうで設定予定ということで、毎年のよう

に設定しているところでございまして、今後

も地域の要望に合わせながら計画的に実施し

たいと考えております。 

 

○鎌田聡委員 ぜひ積極的に取り組みを進め

ていただきたいと思います。 

 やっぱり学校周辺というのは、飛ばさない

ように、これは地域の理解も必要でしょうけ

れども、そういった促しをぜひ、そういった

規制をかけながらやっていただきたいという

こととあわせて、最近気になっておりますの

が、特に、学校周辺の横断歩道の白線がかな

り薄くなっているんですよね。横断歩道だけ

じゃなくて、路側帯も含めて。 

 やっぱりそういったところも、またお金の

問題かかってくると思いますけれども、ぜひ

――ほとんど見えないような状態のところも
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ありますので、そういったところもやっぱり

日常的に点検していただいて、ハード、こう

いった機械をつけるのも重要ですけれども、

日常的なそういった注意を促す横断歩道のま

たきちんと塗りかえというか、もやっていた

だきたいと思いますけれども、そういったと

ころも今後やっていかれるんですよね。 

 

○大内田交通規制課長 交通部でございま

す。 

 ただいまの件につきましても、本年度、国

際スポーツ大会があるということで、９月の

補正でおもてなし予算として、一時停止標

識、また、外国人がわかる押しボタン信号表

示のほかに、横断歩道等の補修の予算もつけ

ていただきました。 

 来年度、31年度の表示の予算関係について

も、本年度の約倍を要求しているという状況

で、計画的に進めたいと考えております。 

 

○鎌田聡委員 ぜひよろしくお願いしておき

ます。 

 

○大内田交通規制課長 はい。 

 

○鎌田聡委員 特に、学校周辺のが薄いのが

目立ちますので、その辺はきちんとやってい

ただくようお願いします。 

 

○池田和貴委員 済みません、今のに関連し

てなんですけれども、センターラインとか、

いわゆる横断歩道を引く予算って、これは県

警と土木部の維持管理と、これはどういうふ

うに分かれているんですかね。 

 

○大内田交通規制課長 交通部でございま

す。 

 委員の御指摘の内容につきましては、まず

中央線で申しますと、普通の白線、これにつ

いては道路管理者が維持管理するというふう

になっておりまして、警察の場合は、交通規

制標示であります、追い越しのための右側禁

止部分ということで、黄実線、この部分が交

通規制という形になりますので、標識の追い

越し禁止のマークとともに、黄実線について

は警察で対応しているという状況でございま

す。また、横断歩道関係につきましては、完

全に警察の設置事項という形ですみ分けされ

ております。 

 

○池田和貴委員 じゃあ、歩道の白線、これ

は土木部管理ということでよかっですかね。 

 

○大内田交通規制課長 交通部でございま

す。 

 道路の歩道寄りの外側線部につきまして

は、道路管理者になっております。 

 

○池田和貴委員 管理者ですね。わかりまし

た。どうもありがとうございました。 

 今鎌田先生言われましたけれども、かなり

その辺のラインがなくてやっぱり危ないとい

う話があったので、その辺の多分道路管理者

と県警のほうの話し合いの場はあるんじゃな

いかなと思っているんですけれども、やっぱ

り優先順位でやっていかないと、予算もどう

してもないみたいな話も聞くもので、そこは

よろしくお願いしておきます。 

 

○大内田交通規制課長 交通部でございま

す。 

 委員御指摘のとおり、道路管理者には、

国、県、市町村それぞれございまして、それ

ぞれの関係者が集まって協議を進めながら、

計画的にする方向で現在も進めております。 

 

○池田和貴委員 わかりました。よろしくお

願いします。 

 

○髙木健次委員長 ほかに警察本部に係る質
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疑はありませんか。 

 

○池田和貴委員 ６ページなんですけれど

も、７番の統合地理情報システムの構築事業

で、御説明の中で防災情報の発信もやってい

くということでお話があったんですけれど

も、これは非常に重要だと思うんですよね。

もし何かあったときに、県警に情報が入って

きて、それが一般の人たちにわかるようにし

ていくというのは。だから、その防災情報の

発信についてはどのようにやっていくのか、

ちょっと教えてもらえますかね。 

 

○開田警務課長 警務課でございます。 

 今回のＧＩＳシステムにつきましては、災

害対策としまして、過去の土砂災害の状況あ

るいは避難所の位置、こういったところの情

報も織り込むようにしております。したがい

まして、こういうものを活用いたしまして、

避難計画の策定や効果的な避難誘導等にも活

用されるというふうには考えております。 

 こういった情報につきましては、県民ある

いは自治体に対しましても積極的に提供した

いというふうに考えておりまして、そうする

ことで、また自治体のほうでも、さまざまな

施策に有効に活用されるというふうになって

いければ非常にいいなというふうには考えて

おります。 

 

○池田和貴委員 わかりました。 

 やっぱり熊本地震とか阿蘇の豪雨災害とか

台風災害とかいろいろあったときに、やっぱ

りこの辺ってすごく重要な情報だと思うんで

すよね。ぜひ活用できるように頑張っていた

だきたいと思います。ありがとうございま

す。 

 

○髙木健次委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○前田憲秀委員 同じ６ページで、新規事

業、国際スポーツ大会云々あります。これは

もうしっかり取り組んでいただきたいという

のと、(6)番のくまもとの「まち」と「ひ

と」を守る声掛け安心実現事業、これを簡単

にちょっと内容を説明していただいてよろし

いでしょうか。 

 

○古庄交通部長 交通部でございます。 

 この事業につきましては、県警非常勤職員

６人と民間業者に委託しました18人の24人体

制で、高齢者世帯や被災地等を巡回いたしま

して、防犯指導や交通事故防止、抑止等の指

導を行うものでございます。 

 

○前田憲秀委員 民間事業者というのは、ど

ういったところになるんですかね。 

 

○古庄交通部長 警備会社に委託しておりま

す。 

 

○前田憲秀委員 わかりました。ありがとう

ございます。 

 最近、私の校区でも、いわゆるシルバーと

言われる方々、60歳、65歳を超えた元気な高

齢者の方がいらっしゃるんですよね。まあ、

この事業とそれがどうマッチングするかあれ

なんですけれども、その方々が、いろんな地

域の役で各家庭を訪問されています。そうい

ったのも参考に、この事業をやっぱり充実し

ていくこともどうなのかなと思いますので、

ぜひ参考にしていただければなと思います。

内容を確認させていただきましたので、あり

がとうございます。 

 

○古庄交通部長 今後も、関係機関等と連携

を図りながら、できるだけそういう被害に遭

うような高齢者宅を重点に訪問活動等を続け

ていきたいというふうに考えております。 
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○髙木健次委員長 ほかにありませんか。 

 これで警察本部に係る質疑を終了します。 

 教育委員会に係る質疑に入りますけれど

も、この際、午後１時まで昼食休憩をいたし

ます。 

  午前11時51分休憩 

――――――――――――――― 

  午後１時０分開議 

○髙木健次委員長 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 これから、教育委員会に係る質疑に入りま

す。 

 教育委員会に係る質疑はありませんか。 

 

○山本秀久委員 私は、地元の中学校しかわ

からなかったけど、そのとき教育長に文句言

うたことがあるんです、なっとらぬぞて。そ

うしたら、教育長が努力してくれたんでしょ

うね、もう見違えるごて高校が変わってき

た。それだけ言っときます。ありがとうござ

いました。 

 

○宮尾教育長 ありがとうございます。 

 

○山本秀久委員 それだけです。ありがとう

ございました。 

 

○髙木健次委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○鎌田聡委員 済みません、３点ほどござい

まして、まずは高校教育課ですね。 

 18ページ、ＡＬＴをこれからふやして配置

するということでございますけれども、この

ＡＬＴさんというのは、何か資格とか、そう

いうのはどうなっているんでしょうか。 

 

○那須高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 ＡＬＴにつきましては、これは特に免許等

は必要はございません。 

 

○鎌田聡委員 ふやして外国語の充当をして

いただくのは、これは結構な話と思いますけ

れども、中には、これまでもちょっとあっ

て、やっぱりＡＬＴさんの要は質的な問題

で、外国語云々じゃなくて、日常生活とかそ

ういった問題で何か以前問題もあったことも

あるかと思いますので、その辺のちょっと見

きわめ、適性というか、そういったことも十

分考えていただいて配置をしていただきたい

ということですけれども。 

 

○那須高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 ＡＬＴの配置につきましては、ＣＬＡＩＲ

というのが全国組織にございますので、そこ

でまずこちらのほうからも、どういう人たち

が欲しいかというのを要望を出させていただ

いております。例えば、ＳＳＨをやっている

校であれば、理科系の大学を卒業された人と

いうような形で、ある程度要望を出させてい

ただきますし、また、配置した後は、各学校

でＡＬＴの担当というのがつきますので、そ

こでいろんな生活上の面倒とか相談とかいう

のを見ていただいているところでございま

す。 

 

○鎌田聡委員 全部が全部どうこうというこ

とじゃなくて、中には、やっぱり日本での生

活と少し感覚的に違う方々もいらっしゃるか

と思いますので、今各学校で担当を配置する

ということでございますから、そういった方

々としっかりいろいろな、ＡＬＴさんの考え

方も含めて、きちんと受けとめていただい

て、いろいろな悩みとか相談、いろんなこと

もあると思います、やっぱりですね。そうい

ったことにもきちんと対応していただくよう

に、そこはお願いしておきます。 

 次が、義務教育課ですけれども、25ペー
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ジ、英語教育改革推進ということで、英検で

すよね、これは。英検取得のやつで、これか

ら、これは市町村でやるやつの補助をしてい

くということでございますけれども、これは

もちろん英検ですので、学校の授業の内容と

は違った部分で、学校でやるわけですよね。 

 

○髙本義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 英検の試験の会場は大体決めてありますけ

れども、ある程度人数がそろうと、準会場と

いうことで学校でできるようになっていま

す。 

 

○鎌田聡委員 その場合に、現場の先生たち

がその対応をするんでしょう。別な英検の協

会の方々が来られる、どうなっているんです

か、対応は。 

 

○髙本義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 学校の先生のほうで試験を行うということ

になります。 

 

○鎌田聡委員 その場合に、試験をされた場

合に、それは多分、授業以外の時間帯とか日

にちでやられると思うんですけれども、そう

いった、そこへの私は、要は負担にならない

ようにですね、先生方の。要は、働き方改革

と言われているところで、これがきちんと時

間外で適正に、休日なら出勤手当が出ている

のかどうか、それは多分出ていないと思いま

す。４％の範囲内でやられているというふう

に思いますので、拡充されるのはそれはもち

ろん結構ですけれども、その辺の手だてとい

うのをどう考えていらっしゃるのか、お伺い

したいと思います。 

 

○髙本義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 義務教育課のほうで統一してその対応は示

しておりません。それぞれの学校での実態に

応じた対応ということにしております。 

 

○鎌田聡委員 いま一度、先ほど言いました

ように、負担になっているのかどうなのか、

ちょっとわかりませんが、いずれにしても、

多分休みの日とか時間外に対応していると思

いますので、そういったところへの――やっ

ぱり学校ごととは言われながらも、県教育委

員会としても、働き方改革ということ、先生

のところもこれからやっていくわけですか

ら、その辺の問題が生じないようにですね。

一方では、その辺もちょっと頭に入れながら

やっていただきたいと思いますので、いいで

すか。 

 

○髙本義務教育課長 はい。 

 

○鎌田聡委員 もう１点、済みません、31ペ

ージ、体育保健課です。 

 これも若干今の話とちょっとかかわるんで

すけれども、新規事業で国際スポーツ大会の

一校一国運動と大会観戦、こういったものを

これから取り組んでいく中で――これは非常

にいいことですので、やってほしいと思いま

すけれども、これも、今の話じゃないんです

けれども、ちゃんとした授業の枠内で一校一

国運動というのはやっていただきたいという

ことと、あと大会観戦という業務も、それは

先生たちが多分連れていくという話になると

思いますけれども、この辺の勤務との兼ね合

いとか、その辺はどう考えて、どう対応され

ていかれるのかということです。 

 

○西村体育保健課長 体育保健課でございま

す。 

 ただいま鎌田委員のほうからありました国

際スポーツ大会の一校一国運動につきまして

は、大きく３本柱を掲げておりまして、１つ
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は、先ほども言った学校観戦、応援国学習と

いう部分、それともう１つが、交流学習、選

手たちが来られまして、その国の了承等がと

れれば、子供たちと触れ合う時間等を設定し

ながら行うというもの、それともう一つは、

やはりただ見に行っても、ルール等も全くわ

からない状態じゃいけませんので、大会の事

前、事後学習等も含めて、今行う予定として

おります。 

 その中身につきましては、例えば、まず体

育の授業等が１つ考えられます。また、総合

的な学習の時間であったり、特別活動等です

ね。新たに何かを設けるというよりも、その

既存の時間の中で年間計画、カリキュラムの

中で行うようなことで、今お願いをしている

ところでございます。 

 また、大会の観戦につきましては、特に遠

いところから来る学校につきましては、１日

がかりのところもございますけれども、そう

いったところはやはり引率の形になろうかと

思いますけれども、児童生徒と一緒にバス等

で移動してくるような形になろうかと思って

おります。 

 そういったことで、大きく３本柱で取り組

んでいるところではございますけれども、や

はりこの事業自体につきましては、グローバ

ル人材の育成とか夢への実現等も含めて、非

常に有意義な大会であろうと考えております

ので、精いっぱい学校の御意見等も聞きなが

らやってまいりたいと考えております。 

 

○鎌田聡委員 やっぱり大変この時期に必要

な事業だと思いますし、有意義で、そしてま

たこれからの人材を育てていくのには、やっ

ぱりこういうのをきちんと活用してやってい

くということが重要だと思いますので、その

ためにも、やっぱり学校も先生たちも、そう

いった気持ちを一つにしながらいけるような

形でですね。 

 今お話しいただきましたように、既存の枠

内でいろいろな学習もしていくということで

ございますので、まあ過度な負担にならない

ように、本当県民が全体で、先生たちも含め

て、学校も含めて、子供たちも含めて、何か

この運動を推進できるような対応というのを

ぜひ意識しながらやって進めていただきたい

と思いますので、お願いしておきます。 

 

○西村体育保健課長 ありがとうございま

す。 

 

○池田和貴委員 一校一国運動については、

済みません、私のほうからも要望させていた

だきたいと思いますが、今鎌田先生もおっし

ゃられたように、一校一国運動というのは、

もともと熊本が1997年の大会をやったとき

に、非常に評価が高くて、その後、長野オリ

ンピックなんかも、そういった熊本のこの一

校一国運動を参考にやっぱりやられていたと

いうような経緯があったというふうにも聞い

ております。 

 私、もう一昨年になるのかな、視察でヨー

ロッパに行かせていただいたときに、ハンド

ボール連盟のムスタファ会長と私たち熊本県

の人たちと一緒に会談する機会があったんで

すが、その中で、国際ハンドボール連盟から

も、ぜひ子供さんたちに世界一流のプレーを

見せてほしいということ、向こうとすると、

そういう、何というか、ハンドボールの普及

という意味でそう言ったところもあると思う

んですけれども、逆に言えば、世界一流の選

手たちとの交流ができ、また、一流の世界の

人たちが、世界選手権ですから、いわゆる真

剣勝負の試合を熊本で見れるという機会はな

かなかないので、やっぱりここはぜひ、いろ

んな問題があるかと思いますが、ぜひ子供た

ちにそういった体験をさせながら、また、そ

れは熊本県にとっても、こちらに来られた国

々の人との友好がさらに深まる可能性もあり

ますし、また、始まる可能性もあるので、す
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ばらしいことだと思いますので、ぜひ知恵を

絞ってやっていただきたいということを要望

しておきたいというふうに思います。 

 今鎌田先生から御指摘があったような働き

方改革との問題で、いろいろ教師の皆さん方

の時間的な問題もあるというふうに思うんで

すが、そこはぜひ、それがあるからできない

とかというんじゃなくて、いろんなところで

工夫しながらそういったことをクリアしてい

く方法でぜひお願いをしたいというふうに思

っております。 

 以上です。 

 

○髙木健次委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○田代国広委員 元来、教育の現場は、学力

をつけるというのが本当の、最大の目的なん

ですけれども、残念ながら、現在、実態社会

からすると、道徳教育を教育の現場でしなき

ゃならなくなってきまして、本当に大変だと

思うんですよ。 

 最近の事件でも、千葉市だったですか、か

わいい子供が両親によって殺されて、しか

も、それを児童相談所も学校現場も救えなか

ったですね。本当にあの記事を見ると、道徳

観の欠如といいますか、嘆かわしいといいま

すか、本当に残念に思ったんですけれども、

教育現場で道徳を教えていただいておるわけ

ですけれども、教育現場で道徳を教える限界

というか、限度といいますか、そういった面

は感じられないんですかね。例えば、家庭と

は違ったところがあるだろうし、ましてやし

つけといってたたくことはできませんから

ね。ですから、そういったところで教育現場

での道徳教育の限界、そういったものは感じ

られませんでしょうか。 

 

○髙本義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 道徳に関しましては、教科化になりまし

て、小学校が今年度から、中学校は来年度か

ら道徳が教科化になっております。考え、議

論する道徳ということで、１つのテーマに対

して子供たちが一つの自分なりの考えを持っ

て話し合うことで、より道徳価値の高い回答

を求めていくというような、そういった授業

に変わってきておりますが、そういった中

で、教科書を使っていくわけですけれども、

また持ち帰って家庭との、保護者の方たちと

の意見交換、まあ話題にするようなことで、

家庭との連携といいますか、そういったとこ

ろでの道徳が進められているところです。 

 

○田代国広委員 義務教育では、道徳の教科

はあるわけですけれども、高校教育では、道

徳教育は今あってないんですか。 

 

○那須高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 道徳に関しては、教科化というのはなされ

ておりません。それにつきましては、社会科

のほうで倫理とか、その辺あたりで心の持ち

方というのを勉強する分野がありますので、

そこでやっているというところもございま

す。 

 

○田代国広委員 道徳観の欠如というのは、

今の日本の社会で極めて重大な欠点といいま

すか、そんな感じがしてならないんですよ

ね。道徳って、やっぱり社会が成り立つため

の守らなければならない秩序といいますか、

そういった視点からすると、道徳の欠如イコ

ール犯罪とかさまざまな社会への悪影響が出

てくるわけでございますから、我々、地域に

おいても道徳を指導しなきゃなりませんが、

教育の現場においては、大変だと思いますけ

れども、極めてやっぱり重要な役割を担って

いると思いますので、しっかりと教育での指

導をお願いしておきたいと思います。 



第７回 熊本県議会 教育警察常任委員会会議記録（平成31年３月11日) 

 - 31 - 

 もう１点、いいですか。 

 

○髙木健次委員長 はい、田代委員。 

 

○田代国広委員 10ページの地域人権教育指

導員設置費補助というのがありますが、地域

人権教育といいますと、すぐ頭に連想するの

が同和教育といいますか、被差別部落、そう

いった面がこの予算の中に含まれているとい

うふうに理解していいですかね。 

 

○井芹社会教育課長 社会教育課でございま

す。 

 地域人権教育指導員設置費補助ということ

でここに予算を上げておりますけれども、こ

れは市町村における人権教育を推進するため

という目的で設置をしております。したがい

まして、部落差別問題も含めた問題、人権全

てを包括した形で教育していただくという形

でこれを設置しているというところでござい

ます。 

 以上です。 

 

○田代国広委員 人権は大事ですから、よく

わかるんですけれども、部落差別ですよね。

私の校区にも、地元にもあります、被差別部

落が。部落解放同盟大津支部がありまして、

同級生にもいたんですけれども、私の部落、

地元ですから、よくわかるんですよ。 

 我々は、完全解放を目指して努力をしてい

くべきだという形で来ておるんです。ところ

が、実態の解放同盟を見ますと、何かいささ

かちょっと違う気がするようになったんで

す、最近。本当に彼らが完全解放を目指して

いるのかというと、いまいちちょっと違う気

がするんですよね。 

 というのが、もう亡くなられましたけれど

も、あなたたち御存じと思いますが、松永政

利さんとおっしゃって、県の同和教育のトッ

プの方がおられましたもんね。あの方が、う

ちの隣保館に来て、挨拶の中で、子々孫々ま

で闘わなんとおっしゃったんですよ。子々孫

々ということは、未来に向かってやっぱりず

っと続くということだもんな、差別が。私

は、一日も早く完全解放をするために我々は

努力すべきだという視点で運動を展開してい

くものと思ったんですけれども、そういった

発言を聞くと、一体我々はどうすればいいん

だと思ったんですよ。 

 一日も早く完全解放を目指すためには何を

なすべきか。自分なりにたどり着いた答えは

あるんです、どうすればなくなるかというの

は。人間というものは、本来、人を差別する

本性を持っとるですもんね。闘争心とか競争

心というのは、やっぱりある意味ではそうい

った側面があるけん。この問題が、どうも私

は未来永劫にわたって続くような気がしてな

らないんです。これをやめるためには、自分

がたどり着いた答えは、いわゆる部落差別、

被差別部落のないといいますか、解消という

ことを解放同盟が打ち上げれば、この問題は

解決すると思うんです。 

 ですから、解放同盟も大分弱体化してきて

いる、組織も。若い者も入らぬようになって

きて、もう先輩方たちも弱ったり亡くなった

りしてきていますし、この主役を担ってきた

方々がだんだんだんだん高齢化になったりい

なくなっていく、そして若い人が入ってこな

いということで弱体化しとるというか、と同

時に、もう一つは、いわゆる地域改善対策事

業がありましたね。もう既に地域改善じゃな

くて、そちらのほうがうんと発展しているん

ですよ。さまざまな企業も来て――うちの場

合ですよ。ですから、被差別部落というのは

もうなくしていいような気がしてならないん

ですけれども、行政サイドとしてはどう感じ

られますか。 

 

○德永人権同和教育課長 人権同和教育課で

ございます。 
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 実は、うちの教育委員会といいますか、う

ちの課からそういう運動団体に補助金を出し

ております。これは、やっぱり長年にわたっ

て人権尊重の意識を高めるための効果的な活

動実績が今までありまして、そして、今でも

研修をされております。そういう効果的な研

修に対して、私たちは今補助金を出している

ところでございます。 

 ただ、熊本県の施策には、今13の人権課題

があります。同和問題もその中に入っており

ますけれども、さまざまな人権課題がござい

ますので、熊本県では、子供たちの発達段階

に応じて、また、その地域の実情に応じて適

切な学習、そして職員の人権の研修を行って

いるというところでありまして、特段、解放

同盟が、のさんとか、そういう関係団体さん

がおっしゃるから、それに対してああだこう

だじゃなくて、県としての施策として、ここ

は慎重に、丁寧に行っているというところで

ございます。 

 

○田代国広委員 被差別部落があるから、そ

の差別につながるわけでしょう。したがっ

て、もう被差別部落じゃないんだと、解消宣

言と申しますか、それをやれば、もうその部

落問題はある意味では解決に向かうんです

よ。日本の中で、そういった解消宣言といい

ますか、それをした地域はありませんか。 

 

○德永人権同和教育課長 人権同和教育課で

ございます。 

 ３年前に部落差別の解消の推進に関する法

律というのが議員立法で出まして、それによ

りますと、部落差別は依然解消していないと

いうことで、国としてそういう法律が３年前

に出ております。 

 それは、なぜそういう動きになったかと申

しますと、最近、インターネットを使った差

別事象とか、それとか、各市町村あたりに相

談といいますか、ここはそういう地域なのか

どうかと、そういう問い合わせ等もあってお

ります。それも踏まえて、３年前にそのよう

な法律が出ておりまして、それについては、

私たちとしても真摯に受けとめて対応してい

かなければいけないかなというふうに思って

いるところでございます。 

 

○田代国広委員 行政の立場はよくわかりま

した。 

 

○小杉直委員 30ページと31ページ、西村課

長、ちょっとおたくに端的に質問するという

のはどうかと思いますけれども、30ページの

２の(1)に県立学校児童生徒云々って載っと

るですたいね。それから、31ページ、２の

(5)子どものスポーツ環境整備支援事業云々

って載っとるですたいね。この児童生徒と子

供の区分というか、使い分けはどぎゃん考え

るですか。難しかならほかの者に。 

 

○西村体育保健課長 体育保健課でございま

す。 

 まず、30ページ、大きな２番の(1)のとこ

ろに県立学校の児童生徒及びというふうに書

いているのは、県立学校の場合は、特別支援

学校もございますので、児童生徒が全て在籍

する形になります。設置者として、健康診断

等を行うところでございますので、そういっ

た形の表現になっているというところでござ

います。 

 次に、31ページの大きな２番の一番下の

(5)のところで、子供という表現をしている

ところのことではなかろうかと思いますが、

国の事業名であったり、いろんなところの中

でこの形をちょっととらせていただいている

ところでございますが、特に子供、要するに

ここの(5)の事業につきましては、まさに競

技力向上を図る上での底辺拡大を主な目的と

しているような事業でございまして、当然、

小学校、中学校であれば児童生徒になろうか
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と思うんですが、幼稚園、保育園等を対象に

する場合もございますので、大きくここでは

子供というような形の捉え方で表現している

ところでございます。 

 回答になったかどうかわかりませんが、以

上でございます。 

 

○小杉直委員 じゃあ、あわせて今のに関連

して山本理事にお尋ねですが、一般的に、高

校生を含めて、子供という表現をよく最近は

いろんな方がされとるですたいね。もう18歳

から選挙権も持っていることだし、なるべく

ならば、もう高校生とか学生とか生徒とか児

童とか、そういうふうな区分の表現がでけん

かなと、これは昔から思うとるわけですが、

やっぱりこれだけ教育がしにくい時代、家庭

で甘やかしてきた時代の中で、子供、子供と

高校生も捉えて言うならば、かえって、まあ

甘えさせるということにはつながらんかもし

れぬけれども、世の中の受けとめ方が子供な

んだなというふうな印象になるわけですが、

そこのところの見解を山本理事は何かお考え

はございませんか。 

 

○山本教育理事 教育理事、山本でございま

す。 

 貴重な御意見をいただきまして、選挙権

も、御意見のとおり、18歳からということに

なっておりますので、これまでの子供の使い

方とか、そういったことについてしっかり

と、有権者の年齢が下がったこともあります

ので、しっかりまた考えていく時期に来てい

るのかなというふうに思っております。ここ

で、こうします、どうしますということはな

かなか言いにくいんですけれども、そういう

ことを検討すべき時期に来ているのかなとい

うところで考えております。 

 以上でございます。 

 

○小杉直委員 なら、あとは要望にかえま

す。 

 私の主観も入っとっとかもしれぬけれど

も、ひっくるめて子供というような表現の仕

方は、やっぱり、いい意味の長所もあります

けれども、この社会状況の中でちょっと甘え

させる、甘えとかそういうふうな意味にもと

られないと限らぬからですね。私は、やっぱ

り区分してできるだけ、例えば、児童に関す

る法律もあるわけですから、児童とかあるい

は生徒とか、よう高校野球の監督あたりがう

ちの子供たちはと言っていますけれども、あ

あいうのも、選手とか、うちの学生はとか言

うていただくと、相手方も少し意識が変わっ

てくるような気がするわけですので。 

 これはもう要望にとどめときます。ありが

とうございました。 

 

○髙木健次委員長 ほかにありませんか。 

 

○前田憲秀委員 学校人事課の関係で、特

に、７ページで――そもそもきょうは当初の

予算なのでお尋ねをしたいんですけれども、

特に、この７ページで、中学校の教職員の給

与、これは前年比較で４億5,600万ほどマイ

ナスなんですが、特に中学校の学校の先生の

今現場が大変だという話を聞くんですけれど

も、まあこれは金額だけではかれるものじゃ

ないんですけれども、簡単にこの減額、少な

いという経緯は、まあ年齢構成とかいろいろ

あるんじゃないかと思いますけれども、教え

ていただければと思うんですけれども。 

 

○手島学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 これらの減額になっている主な要因につき

ましては、職員の入れかえによるものでござ

います。特に教職員を減らしたからというこ

とではなくて、基準となる日現在での計算式

によりまして職員の給与のそれぞれの多寡が

ございますので、それに伴って減額になって
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いるというところでございます。 

 

○前田憲秀委員 じゃあ、その下の高等学校

も同じような理由ですかね。 

 

○手島学校人事課長 学校人事課です。 

 同様の理由でございます。 

 

○前田憲秀委員 わかりました。 

 最初に言いましたように、中学校の先生方

からよく聞く話は、やっぱり毎日帰りも遅く

て、学校での事務作業も、例えば、コピーも

１台しかなくて、たくさん並んでやらないと

いけないとか、いろいろ改善策の話も聞くん

ですが、とってもそういう意味では現場の先

生方は御苦労されていると聞いています。 

 今お伺いしたように、特に職員が減っての

減額ではないということで一つは安心しまし

たけれども、タイムカードの話も、これから

しっかり具体的な議論ももちろん出てくるだ

ろうと思いますので、そのことはしっかりま

た注視していただければというふうに要望い

たします。 

 もう１点だけいいでしょうか。 

 

○髙木健次委員長 前田委員。 

 

○前田憲秀委員 25ページの義務教育課の部

分なんですけれども、大きな２番の(7)で、

新規事業で幼児教育アドバイザーの育成及び

派遣等に要する経費ということで450万ほ

ど、もう少しどういう内容なのかを教えてい

ただければと思います。 

 

○髙本義務教育課長 これは新規事業でござ

いまして、幼児教育アドバイザーは、現在も

３名任用しております。各希望のあったとこ

ろの幼稚園に行きまして、先生方の園内研修

のアドバイスでありますとか、園の環境整備

でありますとか、あるいは幼保小の連携であ

りますとか、あるいは保護者の方への対応と

か、そういったことをアドバイスするという

事業をやっております。 

 今回の新規事業は、そういったので、国と

しまして、今後、知事部局のほうとの一元化

といいますか、そういったのを進めておりま

して、幼児教育センターを設置するという方

向で今後進めていくという中で、幼児教育ア

ドバイザーの派遣もありますけれども、養

成、その研修、そういったものも含めて新規

事業として上げております。 

 

○前田憲秀委員 であれば、この幼児教育ア

ドバイザーを拡充していくという意味でもい

いんですかね。 

 

○髙本義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 今現在は、県のほうでアドバイザーを任用

しておりますけれども、今後の方向としまし

ては、市町村で幼児教育アドバイザーを任用

していくということで、県としては、その辺

の研修でありますとか指導とかいうところで

進めていく予定です。 

 

○前田憲秀委員 わかりました。 

 虐待の話も先ほど出ましたけれども、非常

に重要なことではないかなと思います。500

万というのは、まだまだ金額的にもこれから

しっかり拡充していかないといけないのかな

とも思っていますので、しっかりそこは議論

を深めていっていただきたいと思っていま

す。よろしくお願いします。 

 

○池田和貴委員 済みません、学校人事課、

５ページ、ちょっとお伺いをしたいと思いま

す。 

 ５ページの３番の(3)障がい者就労支援事

業ということで、県立学校における障害者の

雇用に関する経費とあって、30人だったのを
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69人にふやしたいということでありました。 

 この障害者と言われる方は、いわゆる身

体、知的、精神、この３障害の方ということ

でいいんでしょうか。 

 

○手島学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 今年度の実績で申しますと、肢体不自由の

方が18人、それと知的障害の方が３人、それ

と精神障害の方を９人雇用しております。学

校における環境整備、樹木の剪定だとか、あ

と軽易な作業あたりでお仕事をしていいただ

いている状況にございます。 

 

○池田和貴委員 わかりました。いわゆるそ

の３障害から雇用されているということがよ

くわかりました。 

 ただ、１つ、健康福祉部に所属されていた

方だったら御存じだと思うんですけれども、

障害者の範囲って、今この３障害から広がっ

ているんですよね。難病だとか高次脳機能障

害とかですね。障害者雇用ということである

と、実はこの３障害だけじゃないんじゃない

かというふうに私は思ってしまうし、特に、

その難病の方からは、せっかく法律上難病と

入れられているのに、こういう障害者施策の

ときには自分たちが出てこないとかというよ

うな、やっぱりそういう話も実は出てくるん

ですよね。 

 例えば、今回の障害者雇用も、結局その３

障害だけでしか、まあマスコミも報道してい

ないんですけれども、これは、例えば、障害

としての機能が、法律上の範囲が広がってい

るのに、そういう議論ってされてなかったの

かどうなのか、その辺、もしわかっていれば

ちょっと教えていただければと思うんですけ

れども。 

 

○手島学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 昨年、障害者雇用の問題につきまして、非

常に県議会の皆様に対しましても御心配をお

かけしまして、本当に申しわけございません

でした。 

 この件に関しましては、知事部局も含めま

して、まずは適正に雇用していかなければな

らないということで、教職員の採用につきま

しても、枠を広げて、今現在、採用試験のほ

うも進めているところではございます。 

 今委員から御指摘のありましたとおり、い

わゆるその３障害以外の難病と言われる方々

におかれましても、就労につきまして非常に

御苦労されているというお話は聞いておりま

す。 

 この議論の中においても、その３障害以外

の方についてどうするのかという議題といい

ますか、話は出たのですが、今回のこの整理

の中では、その方々の取り扱いも含めてとい

うところまでは至らなかったというところで

ございます。 

 

○池田和貴委員 わかりました。 

 現場は、やっぱりルールの中で決められた

ように皆さん方はやっていくのがあると思う

んですが、今私が申し上げたような部分とい

うのも、例えばその難病の方だとか、いわゆ

る３障害以外に障害と認定された皆さん方、

やっぱりそういう声が上がるということもぜ

ひわかった上で、またそういう機会があれ

ば、ぜひそういったところも発言をしていた

だくなり、またはそういう話が出てきたとき

には、私たちにも教えていただくなりしてい

ただければというふうに思います。これは要

望でございます。 

 委員長、もう１点お願いします。 

 

○髙木健次委員長 はい、池田委員。 

 

○池田和貴委員 文化課、12ページ、５番目

に「熊本歴史文化の森」魅力発信事業という
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ことで、国際スポーツ大会開催に伴う熊本の

歴史、文化の国内外への魅力発信に関する経

費ということでございます。 

 これについては、多分いろんな多言語化も

されると思うんですが、そこについてちょっ

と教えていただければと思います。 

 

○岡村文化課長 文化課でございます。 

 新規事業の「熊本歴史文化の森」魅力発信

事業の中身としましては、幾つかの取り組み

を含めております。１つは、県立美術館にお

いて、10月から12月、熊本城大天守復興記念

ということで、特別の展覧会を開催する経費

を入れております。こちらも、熊本城が日、

祝日については天守閣近くまで入れるように

なりますので、それに合わせて熊本の歴史、

文化について情報発信していきたいという、

そういう展覧会になります。 

 もう一つは、多言語化の取り組みとして、

県立美術館の館内のサイン、案内表示を多言

語化するという、外国人の方が県立美術館を

訪れた際にも、例えば、お手洗いの場所がど

っちとか展示室の場所がどっちかとかいうの

を外国語表記するというものを含めておりま

す。 

 それから、さらに熊本城周辺の文化施設と

いうことで、県立美術館だったり、熊本市の

博物館、熊本市の現代美術館、熊本県の伝統

工芸館、それから民間の肥後銀行の里山ギャ

ラリーとか島田美術館、これらの館で共同し

て、国際スポーツの大会期間中に、こんな展

覧会をそれぞれの館でやっていますというの

を１つのガイドブックにまとめるというよう

なものを作成する予定にしております。 

 こちらについても、英語、中国語、韓国語

といった外国語のものも用意するということ

で、国際スポーツ大会で国内外から多くの方

が熊本に来られるということで、ぜひこの機

会を我々としてもビッグチャンスと捉えて、

熊本の歴史、文化を情報発信していきたいな

と、ひいては熊本に関心を持ってもらいたい

なという、そういう事業の取り組みを行う予

定です。 

 あと、ちっちゃいところでは、美術館とか

の作品リストとかホームページを外国語表記

するというのもあわせて行うようにしており

ます。 

 

○池田和貴委員 わかりました。 

 今後、やっぱり国際化が進んでくる中で、

こういったのは必要だというふうに思ってい

ます。そのとき、まあ今回当てはまるかどう

かちょっとわからないんですが、ぜひ意識し

てほしいのが、今までの、例えば、この文化

とか歴史に関することを外国語に翻訳しよう

としたときに、例えば、わかりやすい時代で

いくと、江戸時代という表記があったとし

て、それをただ英語に直したとき、江戸ピリ

オドって書いて、その後の説明文があったと

した場合に、日本人は、江戸時代、大体何年

から何年だとわかるんですけれども、外国の

人って、西暦で江戸時代って何年から何年ま

でと注釈を入れておかないと、多分外国の人

ってわからないんじゃないかと思うんです

ね。例えば鎌倉時代とか、私たちはすぐわか

りますけれども。 

 ですから、こういう外国語を翻訳するとき

には、まあやられていれば全然問題ないんで

すけれども、そういったところも意識して、

皆さん方が外国語の翻訳の発注をする場合に

は、仕様書の中にそういった部分もきちんと

入れておくとかですね。やっぱりそういうの

で漏れがないようにしておいていただいたほ

うがいいんじゃないかというふうに思いま

す。 

 というのは、実は私も何人か外国の方を案

内されている方からお伺いをして、いわゆる

連れていくんだけれども、時代観がやっぱり

わからないということをよく言われるんです

よね。ですから、そういったことも意識しな
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がらやっぱりやっていくのが必要なのかなと

いうふうに思いますので、これは要望してお

きたいと思います。 

 以上です。 

 

○髙木健次委員長 ほかにありませんか。 

――なければ、これで教育委員会に係る質疑

を終了します。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第48号、第52号、第56号、第92号から第

94号まで、第97号及び第108号について、一

括して採決したいと思いますが、御異議あり

ませんか。 

   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○髙木健次委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第48号外７件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○髙木健次委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第48号外７件は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

   (「はい」と呼ぶ者あり) 

○髙木健次委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申し出が４件あっており

ます。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 担当課長等から説明をお願いします。 

 

○古庄交通部長 交通部です。 

 熊本県運転免許センター運転免許試験コー

ス使用料徴収条例の一部改正について御説明

いたします。 

 総務常任委員会で審議される条例関係説明

資料の１ページをごらんください。 

 今回の改正は、本年10月１日に消費税法が

一部改正され、増税される見込みであること

に伴い、熊本県が所有する各種施設の使用料

について、増税額の反映のための条例改正

を、使用料徴収の根拠となる個別の条例の改

正ではなく、知事部局において、消費税法の

一部改正等に伴う関係条例の整備に関する条

例により一括して使用料の改定を行うことと

なり、県警察が所管する試験コース使用料も

その対象となったものです。 

 改正の要点は、10分250円から、50分1,350

円に改定するものです。 

 今回の改正は、使用料の改定ですので、熊

本県収入証紙条例の改正は不要となります。 

 施行日につきましては、平成31年10月１日

となります。 

 以上、御報告を申し上げます。 

 

○江藤教育政策課長 教育政策課でございま

す。 

 その他報告事項、教育委員会としておりま

すＡ４縦の別冊の資料をお願いいたします。 

 １ページをお願いします。 

 消費税法の一部改正等に伴う関係条例の整

備に関する条例の制定について(教育委員会

所管分)につきまして御報告いたします。 

 社会教育課、文化課及び体育保健課が所管

します施設の使用料が関係いたしますが、一

括して御説明させていただきます。 

 １ページ、１の(1)制定の必要性、(2)制定

の内容につきましては、先ほどの県警本部の

御説明と同様、本年10月の消費税法の一部改

正に伴いまして、各種施設の使用料について

改正するものでございます。 

 １の(2)の５行目でございますが、知事部

局において、一括して改正が行われます。 

 本議会へ上程された議案第75号として、総
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務常任委員会で審議されます。 

 ２、制定される条例についてでございます

が、(1)から(8)までの８つの条例でございま

す。 

 ３、施行日でございますが、平成31年10月

１日です。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○手島学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 同じく、資料の報告(2)地方公務員法及び

地方自治法の改正(会計年度任用職員制度)に

ついて御説明させていただきます。 

 まず、説明の前に、会計年度任用職員、こ

れについてでございますが、これは、１、会

計年度を超えない期間を任期として採用され

る一般職の地方公務員のことでございまし

て、地方公務員法、地方自治法の一部改正に

伴い、平成32年度、2020年度から導入される

制度でございます。事務職員、学校講師など

の職種に適用されるものでございます。 

 それでは、中身を説明します。２ページを

ごらんください。 

 まず、１、改正の目的等でございますが、

平成29年に地方公務員法及び地方自治法の一

部を改正する法律が成立し、平成32年、2020

年４月１日に施行されることとなっておりま

す。 

 臨時・非常勤職員につきましては、枠囲み

記載末尾にありますとおり、平成28年４月現

在、全国で約64万人が任用され、さまざまな

分野で活用されており、地方行政の重要な担

い手となっております。 

 こうした中、任用制度の趣旨に沿わない運

用が見られ、適正な任用が確保されていない

といった課題を踏まえまして、今回、改正が

行われたところでございます。 

 次に、改正の内容でございますが、２、地

方公務員法の一部改正をごらんください。 

 １点目は、特別職非常勤職員の任用につき

ましては、(1)に記載のとおり、特別職の範

囲を、専門的な知識、経験等に基づき、助

言、調査、診断等を行う者に厳格化されま

す。 

 ２点目は、臨時的任用につきましては、

(2)に記載のとおり、その対象を常勤職員に

欠員が生じた場合に限定されます。 

 ３点目は、(3)一般職非常勤職員の任用等

に関する制度の明確化につきまして、新たに

会計年度任用職員と規定し、その採用方法や

任期等が明確化されます。 

 また、３、地方自治法の一部改正にありま

すとおり、会計年度任用職員については、期

末手当の支給が可能となるよう、給付に関す

る規定が整備されます。 

 ４、今後の予定でございますが、平成32年

の改正法施行に向け、平成31年度上半期の議

会において、給与、勤務条件等の関係条例の

改正案を提案させていただく予定としており

ます。 

 ３ページをお願いします。 

 制度改正後の臨時・非常勤職員の移行のイ

メージでございます。 

 現在、本県教育委員会では、左側の表にあ

りますとおり、上の囲みの顧問、参与のほ

か、一般事務職員、非常勤講師など専門的、

効率的な処理が必要な業務に、特別職非常勤

職員を任用し、下の囲みの欠員や産前産後休

暇等に対応するために臨時的任用職員を任用

しております。 

 改正後は、現在任用している職の多くが、

新たに規定される右側の②の会計年度任用職

員に移行する見込みとなっております。 

 なお、学校に任用しております臨時的任用

教職員につきましては、引き続き、③の臨時

的任用職員となる見込みでございます。 

 職員の処遇に関する重要な制度改正になり

ますので、移行に向けて混乱を招くことがな

いよう、着実に準備を進めてまいります。 
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 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○藤田特別支援教育課長 特別支援教育課で

ございます。 

 同じ資料の４ページをお願いします。 

 報告の(3)県立特別支援学校整備計画の改

定について御報告します。 

 １の経緯についてですが、知的障害特別支

援学校高等部生徒の増加などに対応するた

め、平成23年度に策定しました県立特別支援

学校整備計画に基づき、これまで整備を行っ

てまいりました。 

 その後、高等部だけでなく、小・中学部の

児童生徒も全県的に増加しており、現整備計

画を改定する必要が生じたことから、昨年５

月に外部有識者による検討会を立ち上げ協議

を重ね、このたび整備計画の改定案を作成

し、現在、パブリックコメントを募集してお

ります。 

 ２の基本方針についてですが、まず(2)の

基本的な考え方の③のとおり、可能な限り既

存の県有施設等を有効活用することとしてお

ります。 

 (4)の整備計画の期間として、今後５年間

で早急な対応が必要で、早期の対応が可能な

整備の実現を目指し、５年間で実現しなかっ

た整備については、６年目以降に整備を実施

するとしております。 

 ３の整備内容についてですが、(1)の整備

対象は、熊本、松橋西、大津、菊池、荒尾、

球磨、天草の知的障害特別支援学校７校でご

ざいます。 

 次のページをお願いします。 

 (3)の整備方法は、①の移転整備としまし

て、学校ごとの移転整備先の余裕スペースに

応じまして全学部または一部移転を行い、そ

の後、②の本校整備として、移転した後の

小・中学部等の児童生徒に対応した本校の内

部改修等を必要に応じて実施するとしており

ます。 

 (4)の整備内容の表をごらんください。 

 ７校の具体的な整備内容について御説明し

ます。 

 まず、１の熊本支援学校は、本年４月に開

校します熊本はばたき高等支援学校に高等部

を段階的に移行するとしております。あわせ

て、湧心館高校の余裕スペースに熊本支援学

校の駐車場を増設するとしております。 

 次に、２の松橋西支援学校、７の天草支援

学校移転整備は、それぞれ松橋高校、天草拓

心高校の余裕スペースを改修し、高等部を移

転するとしております。 

 次に、３の大津支援学校、５の荒尾支援学

校の移転整備は、それぞれ既存の県有施設、

翔陽高校、岱志高校等を活用した高等部等の

移転を検討しております。 

 なお、この２校につきましては、いずれも

移転先について協議が継続しておりますの

で、検討という表記をしているところでござ

います。 

 次に、４の菊池支援学校の移転整備は、肥

後学園跡地に校舎を設置し、高等部を移転す

ることとしております。 

 なお、これらの学校につきましては、高等

部等が移転した後の本校整備としまして、内

部改修や増築等を必要に応じて実施または検

討するとしております。 

 最後に、６の球磨支援学校は、この間閉校

いたしました多良木高校を活用し、全学部を

移転するとしております。全学部移転のた

め、本校整備はございません。 

 ４のスケジュールについてですが、本年３

月19日までパブリックコメントを募集してお

ります。その後、教育委員会に付議し、本年

３月下旬か４月上旬に計画を策定する予定で

ございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 
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○髙木健次委員長 報告が終了しましたの

で、質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

   (「ありません」と呼ぶ者あり) 

○髙木健次委員長 なければ、これで報告に

対する質疑を終了いたします。 

 ここで、私のほうから、12月の委員会にお

いて取りまとめを御一任いただきました、平

成30年度教育警察常任委員会における取り組

みの成果について、お手元に配付のとおり、

案を作成しましたので、御説明します。 

 この常任委員会における取り組みの成果

は、今年度の当委員会の中で、委員から提起

された要望、提案等の中から取り組みが進ん

だ主な項目を取り上げ、３月末までに県議会

のホームページで公表するものです。 

 項目の選定等について、副委員長及び執行

部とで協議し、当委員会としては、項目の取

り組みを上げた案を作成いたしました。 

 ここに上げた項目は、いずれも委員から提

起された要望、提案等により取り組みが進ん

だあるいは課題解決に向けての検討や調査が

動き出したようなものを選定しております。 

 もちろん、この項目以外の提起された課題

や要望等についても、執行部で調査、検討等

を続けておられますが、これらの項目を特に

具体的な取り組みが進んでいるとして取り上

げました。 

 それでは、この案につきまして、何か御意

見等はございませんでしょうか。 

 

○小杉直委員 この７番目、熊本県風俗案内

業の規制の条例と客引きに対する条例、これ

は県警が、熊本市、熊本市議会、熊本県、熊

本県議会とよく協議されてこのような条例を

つくって、もう来月から施行ということにな

ると思いますが、この目的は、書いてあるよ

うに、繁華街の環境浄化対策ということで、

大型スポーツを控えたり、また、熊本地震の

後に中央街周辺にいろんなよろしくないやか

らが入り込んできて、この間のように半グレ

的な傷害致死ですか、ああいうのもあったよ

うなことですが、特に最近、この繁華街の近

くの駕町通りにセコンドという時計屋があっ

て、ロレックスを主に4,000万前後の、まあ

強盗じゃなかろうかと思うごたる窃盗事件が

あったわけで、下通りとか中央街とか新市街

の関係者が非常に――せっかく条例をつくっ

て、いよいよ４月から施行して環境浄化をさ

らに強化しようという中に、足元のすぐ近く

でそういうロレックスの多額盗難があったと

いうことでびっくりしておったわけですが、

結果的には早期検挙されたということを新

聞、テレビで聞きましたけれども、まあ捜査

中でしょうから、言われる範囲で構いません

けれども、どうやってあんなに早期検挙ばさ

れたっですかな。 

 

○甲斐刑事部長 刑事部です。 

 今回の事件につきましては、防犯カメラの

捜査を中心とする捜査支援室の取り組みと熊

本中央署と警察本部の連携、それと早い時期

に鹿児島市内に住む被疑者を特定した中で、

鹿児島県警と共同捜査を早期に組んだことが

今回の早期の検挙につながったと考えており

ます。 

 

○小杉直委員 やっぱり広域的な犯罪の中

で、連携の必要性というのがよく今のでわか

ったですが、また、タイミングよく早期に解

決していただいて、私もこの条例に少しかか

わったり、また、熊本県商店街組合連合会の

顧問をしておりますので、いろんな関係者か

ら心配な声があったわけですが、そうやって

早期に解決していただいて、評価させていた

だいて、お世話になりました。ありがとうご

ざいました。 

 以上です。 

 

○髙木健次委員長 ほかにありませんか。 
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   (「ありません」と呼ぶ者あり) 

○髙木健次委員長 ただいまの御意見等を踏

まえて修正をしたいと思いますが、修正につ

いては、委員長一任ということでよろしいで

しょうか。 

   (「はい」と呼ぶ者あり) 

○髙木健次委員長 それでは、今回いただき

ました御意見を踏まえて、内容を修正しまし

て掲載したいと思います。 

 最後に、その他で委員の先生方から何かご

ざいませんか。 

 

○小杉直委員 野尾教育総務局長、ほんなこ

てこれはその他のその他ばってん、義務教育

課所管と思うけれども、道徳教育用郷土資料

で「熊本の心」て流しよるでしょう。あれ

は、時々見ますけれども、子供向けでしょう

けれども、我々大人にもしっかりためになっ

ておりますけん。それが１つと、実は、今国

のほうで、体罰はいかぬと、それ以外に、子

供をしつけるときに、お尻をたたいたり、げ

んこつかませたりする愛のむち、それもいか

ぬごて言いよるでしょう。それについてはど

ぎゃん思うですか。 

 

○野尾教育総務局長 なかなか難しい御質問

なんですけれども、私的な考えでよろしいで

しょうか。 

 

○小杉直委員 はい。 

 

○野尾教育総務局長 申しわけないんですけ

れども、今教育総務局長としてはなかなかお

答えしにくい。 

 今確かに国において法制化されて、懲罰権

を廃止しようとか、私も前健康福祉部におり

ましたので、児相の状況とか見ております

と、非常に厳しい状況にあるということは常

々聞いております。なかなか職員も集まりに

くくて、児相におる職員も何か非常に悩んで

ばっかりいて、非常に厳しい職場であったと

健康福祉部時代は思っておりました。 

 教育委員会に参りまして、いろいろ見てい

くうちに、やはりその懲罰権をどうするかと

なりますと、そこは家庭における子供の教育

ということで、私たちは、社会教育課のほう

で親の学び講座とかを通じて、どうやって子

供さんたちをしっかりとしたお子様にしつけ

ていくか――しつけという言葉がいいかどう

かわかりませんけれども、そういうことを自

民党の先生たち、議会のほうで条例をつくっ

ていただいて、そういうふうな家庭教育支援

条例もつくっていただいて、全国に先駆けて

そういうことをやらせていただいています。 

 その中で、いわゆるしつけとしての体罰を

どうするかというのは述べておりませんけれ

ども、極力しないほうがいいのかなとは個人

的には思います。しかし、時にして、私も親

ですから、子供はやっぱりしつけたことはあ

ります。でも、そこはなかなか線引きが難し

くなってきておりますので、たたくのは決し

ていいものじゃないと思っておりますし、そ

れがエスカレートしていくと、常態化してい

って、間違った方向に行くということも健康

福祉部の際は学ばせていただきましたので、

その点は、個人的には、やはり親の学び講座

とか家庭教育支援条例の中でうたっている精

神を、家庭の中で子供とどう接していくか

は、しっかりと一人一人が向き合わなきゃい

けない、そのために県議会のほうで条例化し

てやると。 

 でありますので、そのしつけをどうしてい

くかというのは、やはり私たち親一人一人が

考えて、その子供にどう責任をとっていくか

ということでございますので、体罰はよくな

いんですけれども、やはり親としてのしつけ

は必要だと思っています。 

 ちょっと済みません、抽象的な回答でござ

いますけれども、これで御容赦いただきたい

と思います。 
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○小杉直委員 ありがとうございました。 

 きょうは報道がおらぬごたるですばってん

ね。なんさま虐待なんか全国ありよるです

が、あれはもう総合的な中の一部でしょう。

それを捉えて、全国的に虐待がいかにもすぐ

発生しやすいような報道のあり方を一部の報

道がするし、すぐ児童相談所だ教育委員会だ

と問題化しますけれども、おたくがおっしゃ

ったように、根元は家庭ですけんね。家庭の

中で、必要な、体罰でなくて、愛のむち的な

しつけは私は必要だと思っておりますので、

おたくと意見が合いそうですな。ありがとう

ございました。 

 

○髙木健次委員長 ほかにありませんか。 

   (「ありません」と呼ぶ者あり) 

○髙木健次委員長 ないようでしたら、以上

で本日の議題は全て終了いたしました。 

 それでは、これをもちまして第７回教育警

察常任委員会を閉会いたします。 

  午後２時５分閉会 

――――――――――――――― 

○髙木健次委員長 なお、本年３月末をもっ

て退職される方が、本日、３名出席されてお

ります。それぞれ一言ずつ御挨拶をいただけ

ればと思っておりますが、委員の皆様よろし

いでしょうか。 

   (「はい」と呼ぶ者あり) 

○髙木健次委員長 それではまず、教育委員

会山本理事。 

  （山本教育理事、中川参事官、森参事官

の順に挨拶) 

○髙木健次委員長 勇退される山本委員も一

言どうぞ。 

 

○山本秀久委員 私は、さっき申し上げたよ

うに、耳が聞こえなくなりましたので、１票

をもらう価値のない議員として、申しわけな

いから、今回、引退することといたしまし

た。 

 ちょうど私も、54年に初当選以来今日ま

で、先輩議員、同僚議員に大変かわいがって

いただきまして、執行部には、５代の知事に

仕え、今日まで40年間無事に過ごさせていた

だきました。これもひとえに、知事を初め執

行部の皆さん方、警察の皆さん方、そういう

方々、そして委員の皆さん方の支えのおかげ

で、無難に、問題なく40年にけじめをつける

ことになりました。 

 これからは、どうぞ皆さん方も、退職され

る方も、これからは一県民として、お互いに

県の発展のため、そして、今度当選しなきゃ

ならない議員の皆さん方も、選挙を控えてお

ります。委員長以下委員の皆さん方も、再度

この議会に顔を出していただいて、県民の負

託に応えていただくことを願いつつ、去らせ

ていただきたいと思います。 

 本当に皆さん方、ありがとうございまし

た。(拍手) 

 

○髙木健次委員長 小杉委員も一言お願いい

たします。 

 

○小杉直委員 私は、山本先生から比べます

と短いほうですが、６期24年間、皆さんには

大変お世話になりました。特に、小山本部

長、それから宮尾教育長を初め教育委員会の

皆さん、県警本部の皆さん、大変お世話にな

りまして、私は、この委員会が一番性に合う

て、いつも楽しく出席をさせていただいてお

ります。 

 また、この１年は、髙木委員長、楠本副委

員長たち委員の皆さんにもいろいろかわいが

っていただいて、ありがとうございました。 

 私も、多少、健康問題で引退せざるを得な

いということがございますけれども、自民党

の一員として市内をうろうろしておりますの

で、何かありましたときには御相談を、ある

いはまた私のほうからお知恵拝借等があるか
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と思いますが、よろしくお願いします。 

 本当にお世話になりました。(拍手) 

 

○髙木健次委員長 それでは、私のほうから

も一言御挨拶を申し上げたいと思います。 

 今それぞれに勇退される皆さん方の言葉を

聞いておりまして、本当に感無量でありま

す。長い間、県政に一生懸命取り組んでいた

だきまして、この熊本県を引っ張っていただ

きました皆様方に、心からお礼と感謝を申し

上げたいと思います。 

 私も、この１年間、楠本副委員長を初め、

委員各位の御協力をいただきながら委員会の

活動を進めてまいりましたが、委員各位にお

かれましても、県政の抱える重要な諸問題に

つきまして終始熱心な御審議を賜り、まこと

にありがとうございました。 

 さらに、宮尾教育長、また、小山本部長を

初め執行部の皆様におかれましても、常に丁

寧な説明と御答弁をいただき、心から感謝を

申し上げたいと思います。 

 私も、皆様の本当に温かい御協力をいただ

きながら、特に２年間教育警察常任委員会の

ほうに所属をさせていただき、特に今期は委

員長として、本当に温かい御協力をいただき

ながら、大過なくこの任務を過ごさせていた

だいております。この場をおかりしまして、

心から感謝を申し上げたいというふうに思い

ます。 

 この３月をもって勇退される特に皆様方に

おかれましては、長い間本当にありがとうご

ざいました。今後も、県政発展のために、し

っかりと熊本県を見守っていただければあり

がたいというふうに思っております。 

 最後になりましたけれども、委員各位並び

に執行部の皆様方の今後ますますの御発展と

御健勝を心からお願いを申し上げ、祈念いた

しまして、委員長としての御挨拶、お礼、感

謝にかえさせていただきたいと思います。 

 本当にありがとうございました。お世話に

なりました。(拍手) 

 副委員長のほうからも、一言御挨拶をお願

いしたいと思います。 

 

○楠本千秋副委員長 楠本からも一言御挨拶

させていただきます。 

 この１年間、副委員長という大役をいただ

き、髙木委員長のもと、委員会運営に努めさ

せていただきました。 

 委員各位には、大変お世話になりました。

ありがとうございます。そして、執行部の皆

さんにも、真摯な対応をいただきまして、感

謝を申し上げたいと思います。 

 それから、今回勇退されます山本理事、中

川、森両参事官は、大変お疲れでございまし

た。 

 この経験を生かして、議会活動に頑張りた

いと思います。これからもひとつよろしくお

願いします。本当にありがとうございまし

た。(拍手) 

 

○髙木健次委員長 以上で終了いたしまし

た。 

 大変お疲れさまでございました。ありがと

うございました。 

  午後２時14分 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  教育警察常任委員会委員長 


